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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷用の検査基準となる基準画像を表すデータとして作成された第１画像データと、印
刷用の検査対象となる検査画像を表すデータとして作成された第２画像データとを比較す
ることで、前記第１画像データと前記第２画像データとの相違点を自動的に抽出する画像
検査装置であって、
　前記基準画像及び検査画像を記憶する記憶手段と、
　記憶された基準画像の少なくとも一部及び検査画像の少なくとも一部を第１及び第２画
像データとして画素レベルで対応させて画像重合処理を行う画像処理手段と、
　画像重合された第１及び第２画像データを比較して両画像データ間での差分を検出する
差分検出手段と、
　複数のしきい値と前記差分とを比較して前記しきい値毎の相違点表示画像データを生成
する画像生成手段と、
　生成されたしきい値毎の相違点表示画像データを用いて、相違点表示箇所を異なる表示
形態で視認可能にして複数の相違点表示画像を切り替え表示若しくは一覧表示、又は相違
点表示箇所を相違点表示画像データ毎に異なる表示形態で視認可能に、複数の相違点表示
画像を切り替え表示、重畳表示若しくは一覧表示して画像検査処理を行う画像検査手段と
　を備えたことを特徴とする画像検査装置。
【請求項２】
　前記画像処理手段は、前記記憶手段に記憶された基準画像及び検査画像を前記画像重合
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処理する前又は前記画像重合処理した後に、複数の領域画像に分割する画像分割処理を行
い、各領域画像を前記第１及び第２画像データとして以後の処理単位とする
　ことを特徴とする請求項１記載の画像検査装置。
【請求項３】
　前記画像処理手段は、前記記憶手段に記憶された基準画像及び検査画像の対応する部分
画像を抽出及び関連付けて、これら関連付けた部分画像を前記第１及び第２画像データと
して前記画像重合処理する
　ことを特徴とする請求項１記載の画像検査装置。
【請求項４】
　前記画像処理手段は、前記第１及び第２画像データを画像重合処理する際に、画像の補
正機能を用いて、当該第１及び第２画像データのいずれか一方をいずれか他方に合わせる
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載の画像検査装置。
【請求項５】
　前記差分検出手段は、前記第１及び第２画像データの濃度及び色調を分離して比較し、
前記差分を検出する
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項記載の画像検査装置。
【請求項６】
　前記画像検査手段は、前記複数のしきい値と前記差分との比較結果に基づいて限界しき
い値を決定し、この限界しきい値に基づく相違点表示画像データを生成する
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項記載の画像検査装置。
【請求項７】
　前記画像検査手段は、異なるしきい値の前記相違点表示画像データ同士の比較結果に基
づく相違点表示画像データを生成する
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項記載の画像検査装置。
【請求項８】
　前記画像検査処理は、前記基準画像及び前記検査画像を含む検査作業情報シートに基づ
いて行われ、
　前記検査作業情報シートは、前記第１画像データ及び第２画像データにジョブ指示コマ
ンドを付加し、
　前記記憶手段は、前記基準画像及び検査画像と共に前記ジョブ指示コマンドを記憶し、
　前記画像処理手段、差分検出手段、画像生成手段及び画像検査手段は、前記ジョブ指示
コマンドに基づいて各処理を実行する
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項記載の画像検査装置。
【請求項９】
　前記画像検査処理は、前記基準画像及び前記検査画像を含む検査作業情報シートに基づ
いて行われ、
　前記検査作業情報シートは、前記第１画像データ及び第２画像データにジョブ指示コマ
ンドを付加し、
　前記記憶手段は、前記基準画像及び検査画像と共に前記ジョブ指示コマンドを記憶し、
　前記画像検査手段は、前記ジョブ指示コマンドに基づいて、前記相違点表示画像データ
で表示された前記検査画像の前記基準画像との相違点表示箇所を自動修正又は手動修正す
るための画像修正指示手段を備えた
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項記載の画像検査装置。
【請求項１０】
　前記画像検査処理は、前記基準画像及び前記検査画像を含む検査作業情報シートに基づ
いて行われ、
　前記検査作業情報シートは、前記第１画像データ及び第２画像データにジョブ指示コマ
ンドを付加し、
　前記記憶手段は、前記基準画像及び検査画像と共に前記ジョブ指示コマンドを記憶し、
　前記画像検査手段は、ジョブ毎の前記画像検査処理の進捗を示す検査進捗情報を検査情
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報サーバに送信することにより、各端末装置で前記検査進捗情報を表示可能にする
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項記載の画像検査装置。
【請求項１１】
　前記画像検査処理は、前記基準画像及び前記検査画像を含む検査作業情報シートに基づ
いて行われ、
　前記検査作業情報シートは、前記検査画像の前記相違点表示画像データで表示された相
違点表示箇所を示す音声、映像などのマルチメディア情報、検査コマンド、検査結果に対
するアクセスコード、及び検査結果データの送受信を指示する
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項記載の画像検査装置。
【請求項１２】
　前記差分検出手段は、前記第１及び第２画像データの色調について、ＣＩＥＸＹＺ又は
ＲＧＢ画像からＬ＊ａ＊ｂ＊値に変換した後に、色差ΔＥ又はＣＭＹＫ変換して差分を検
出する
　ことを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項記載の画像検査装置。
【請求項１３】
　印刷用の検査基準となる基準画像を表すデータとして作成された第１画像データと、印
刷用の検査対象となる検査画像を表すデータとして作成された第２画像データとを比較す
ることで、前記第１画像データと前記第２画像データとの相違点を自動的に抽出するため
の画像検査プログラムであって、
　コンピュータに、
　前記基準画像及び検査画像を記憶手段に記憶する記憶工程と、
　記憶された基準画像の少なくとも一部及び検査画像の少なくとも一部を第１及び第２画
像データとして画素レベルで対応させて画像重合処理を行う画像処理工程と、
　画像重合された第１及び第２画像データを比較して両画像データ間での差分を検出する
差分検出工程と、
　複数のしきい値と前記差分とを比較して前記しきい値毎の相違点表示画像データを生成
する画像生成工程と、
　生成されたしきい値毎の相違点表示画像データを用いて、相違点表示箇所を異なる表示
形態で視認可能にして複数の相違点表示画像を切り替え表示若しくは一覧表示、又は相違
点表示箇所を相違点表示画像データ毎に異なる表示形態で視認可能に、複数の相違点表示
画像を切り替え表示、重畳表示若しくは一覧表示して画像検査処理を行う画像検査工程と
　を含む処理を実行させることを特徴とする画像検査プログラム。
【請求項１４】
　前記画像処理工程では、前記記憶手段に記憶された基準画像及び検査画像を前記画像重
合処理する前又は前記画像重合処理した後に、複数の領域画像に分割する画像分割処理を
行い、各領域画像を前記第１及び第２画像データとして以後の処理単位とする
　ことを特徴とする請求項１３記載の画像検査プログラム。
【請求項１５】
　前記画像処理工程では、前記記憶手段に記憶された基準画像及び検査画像の対応する部
分画像を抽出及び関連付けて、これら関連付けた部分画像を前記第１及び第２画像データ
として前記画像重合処理する
　ことを特徴とする請求項１３記載の画像検査プログラム。
【請求項１６】
　前記画像処理工程では、前記第１及び第２画像データを画像重合処理する際に、画像の
補正機能を用いて、当該第１及び第２画像データのいずれか一方をいずれか他方に合わせ
る
　ことを特徴とする請求項１３～１５のいずれか１項記載の画像検査プログラム。
【請求項１７】
　前記差分検出工程では、前記第１及び第２画像データの濃度及び色調を分離して比較し
、前記差分を検出する
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　ことを特徴とする請求項１３～１６のいずれか１項記載の画像検査プログラム。
【請求項１８】
　前記画像検査工程では、前記複数のしきい値と前記差分との比較結果に基づいて限界し
きい値を決定し、この限界しきい値に基づく相違点表示画像データを生成する
　ことを特徴とする請求項１３～１７のいずれか１項記載の画像検査プログラム。
【請求項１９】
　前記画像検査工程では、異なるしきい値の前記相違点表示画像データ同士の比較結果に
基づく相違点表示画像データを生成する
　ことを特徴とする請求項１３～１７のいずれか１項記載の画像検査プログラム。
【請求項２０】
　前記画像検査工程では、前記しきい値は単独のしきい値で評価を行うための単純しきい
値と、複数のしきい値の組み合わせ条件での評価を行うための条件しきい値とを含む
　ことを特徴とする請求項１３～１９のいずれか１項記載の画像検査プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、基準画像と検査画像の画像検査を行う画像検査装置及び画像検査プログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、校了紙や印刷物等の画像検査においては、両画像の検査箇所における相違点
について、検出された差分に対し一つのしきい値を適用して画像表示を行ったりすること
が行われていた。そして、このしきい値を操作入力等により変動させて、相違点の画像表
示を変化させるようにして、容易に相違点を検出可能にする画像比較装置が知られている
（例えば、下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－８０５２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１に開示された従来技術の画像比較装置では、検査精
度が好ましくない場合はその都度しきい値を変えて画像検査を行う必要があり、一度の画
像検査で所望の検査結果を得ることは難しかった。
【０００５】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消し、安全で且つ安価に構成可能で簡
便な処理により一度の画像検査で所望の検査結果を得ることができる画像検査装置及び画
像検査プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る画像検査装置は、検査基準となる基準画像を表すデータとして作成された
第１画像データと、検査対象となる検査画像を表すデータとして作成された第２画像デー
タとを比較することで、前記第１画像データと前記第２画像データとの相違点を自動的に
抽出する画像検査装置であって、前記基準画像及び検査画像を記憶する記憶手段と、記憶
された基準画像の少なくとも一部及び検査画像の少なくとも一部を第１及び第２画像デー
タとして画素レベルで対応させて画像重合処理を行う画像処理手段と、画像重合された第
１及び第２画像データを比較して両画像データ間での差分を検出する差分検出手段と、検
出された差分に対して設定された複数のしきい値毎の相違点表示画像データを生成して画
像検査処理を行う画像検査手段とを備えたことを特徴とする。



(5) JP 6470567 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

【０００７】
　本発明の一実施形態においては、前記画像処理手段は、前記記憶手段に記憶された基準
画像及び検査画像を前記画像重合処理する前又は前記画像重合処理した後に、複数の領域
画像に分割する画像分割処理を行い、各領域画像を前記第１及び第２画像データとして以
後の処理単位とする。
【０００８】
　本発明の他の実施形態においては、前記画像処理手段は、前記記憶手段に記憶された基
準画像及び検査画像の対応する部分画像を抽出及び関連付けて、これら関連付けた部分画
像を前記第１及び第２画像データとして前記画像重合処理する。
【０００９】
　本発明の更に他の実施形態においては、前記画像処理手段は、前記第１及び第２画像デ
ータを画像重合処理する際に、画像の補正機能を用いて、当該第１及び第２画像データの
いずれか一方をいずれか他方に合わせる。
【００１０】
　本発明の更に他の実施形態においては、前記差分検出手段は、前記第１及び第２画像デ
ータの濃度及び色調を分離して比較し、前記差分を検出する。
【００１１】
　本発明の更に他の実施形態においては、前記画像検査手段は、前記複数のしきい値と前
記差分との比較結果に基づいて限界しきい値を決定し、この限界しきい値に基づく相違点
表示画像データを生成する。
【００１２】
　本発明の更に他の実施形態においては、前記画像検査手段は、異なるしきい値の前記相
違点表示画像データ同士の比較結果に基づく相違点表示画像データを生成する。
【００１３】
　本発明の更に他の実施形態においては、前記画像検査手段は、複数の前記相違点表示画
像データを、相違点表示画像に相違点表示箇所を前記相違点表示画像データ毎に異なる表
示形態で視認可能に切り替え表示する。
【００１４】
　また、本発明に係る画像検査装置は、検査基準となる基準画像を表すデータとして作成
された第１画像データと、検査対象となる検査画像を表すデータとして作成された第２画
像データとを比較することで、前記第１画像データと前記第２画像データとの相違点を自
動的に抽出する画像検査装置であって、前記基準画像及び検査画像を記憶する記憶手段と
、記憶された基準画像の少なくとも一部及び検査画像の少なくとも一部を第１及び第２画
像データとして画素レベルで対応させて画像重合処理を行う画像処理手段と、画像重合さ
れた第１及び第２画像データを比較して両画像データ間での差分を検出する差分検出手段
と、検出された差分に対して部分領域毎に異なるしきい値を用いて相違点表示画像データ
を生成して画像検査処理を行う画像検査手段とを備えたことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の一実施形態においては、前記差分検出手段は、前記第１及び第２画像データの
色調について、ＣＩＥＸＹＺ又はＲＧＢ画像からＬ＊ａ＊ｂ＊値に変換した後に、色差Δ
Ｅ又はＣＭＹＫ変換して差分を検出する。
【００１６】
　本発明に係る画像検査プログラムは、検査基準となる基準画像を表すデータとして作成
された第１画像データと、検査対象となる検査画像を表すデータとして作成された第２画
像データとを比較することで、前記第１画像データと前記第２画像データとの相違点を自
動的に抽出するための画像検査プログラムであって、コンピュータに、前記基準画像及び
検査画像を記憶手段に記憶させる記憶工程と、記憶された基準画像の少なくとも一部及び
検査画像の少なくとも一部を第１及び第２画像データとして画素レベルで対応させて画像
重合処理を行わせる画像処理工程と、画像重合された第１及び第２画像データを比較して
両画像データ間での差分を検出させる差分検出工程と、検出された差分に対して設定され
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た複数のしきい値毎の相違点表示画像データを生成して画像検査処理を行わせる画像検査
工程とを含む処理を実行させることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の一実施形態においては、前記画像処理工程では、前記記憶手段に記憶された基
準画像及び検査画像を前記画像重合処理する前又は前記画像重合処理した後に、複数の領
域画像に分割する画像分割処理を行わせ、各領域画像を前記第１及び第２画像データとし
て以後の処理単位とする。
【００１８】
　本発明の他の実施形態においては、前記画像処理工程では、前記記憶手段に記憶された
基準画像及び検査画像の対応する部分画像を抽出及び関連付けて、これら関連付けた部分
画像を前記第１及び第２画像データとして前記画像重合処理する。
【００１９】
　本発明の更に他の実施形態においては、前記画像処理工程では、前記第１及び第２画像
データを画像重合処理する際に、画像の補正機能を用いて、当該第１及び第２画像データ
のいずれか一方をいずれか他方に合わせる。
【００２０】
　本発明の更に他の実施形態においては、前記差分検出工程では、前記第１及び第２画像
データの濃度及び色調を分離して比較し、前記差分を検出させる。
【００２１】
　本発明の更に他の実施形態においては、前記画像検査工程では、前記複数のしきい値と
前記差分との比較結果に基づいて限界しきい値を決定し、この限界しきい値に基づく相違
点表示画像データを生成させる。
【００２２】
　本発明の更に他の実施形態においては、前記画像検査工程では、異なるしきい値の前記
相違点表示画像データ同士の比較結果に基づく相違点表示画像データを生成させる。
【００２３】
　本発明の更に他の実施形態においては、前記画像検査工程では、複数の前記相違点表示
画像データを、相違点表示画像に相違点表示箇所を前記相違点表示画像データ毎に異なる
表示形態で視認可能に切り替え表示させる。
【００２４】
　また、本発明に係る画像検査プログラムは、検査基準となる基準画像を表すデータとし
て作成された第１画像データと、検査対象となる検査画像を表すデータとして作成された
第２画像データとを比較することで、前記第１画像データと前記第２画像データとの相違
点を自動的に抽出するための画像検査プログラムであって、コンピュータに、前記基準画
像及び検査画像を記憶手段に記憶させる記憶工程と、記憶された基準画像の少なくとも一
部及び検査画像の少なくとも一部を第１及び第２画像データとして画素レベルで対応させ
て画像重合処理を行わせる画像処理工程と、画像重合された第１及び第２画像データを比
較して両画像データ間での差分を検出させる差分検出工程と、検出された差分に対して部
分領域毎に異なるしきい値を用いて相違点表示画像データを生成させて画像検査処理を行
わせる画像検査工程とを含む処理を実行させることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の一実施形態においては、前記差分検出工程では、前記第１及び第２画像データ
の色調について、ＣＩＥＸＹＺ又はＲＧＢ画像からＬ＊ａ＊ｂ＊値に変換した後、色差Δ
Ｅ又はＣＭＹＫ変換して差分を検出させる。
【００２６】
　本発明の他の実施形態においては、前記画像検査工程では、前記しきい値は単独のしき
い値で評価を行うための単純しきい値と、複数のしきい値の組み合わせ条件での評価を行
うための条件しきい値とを含む。
【発明の効果】
【００２７】
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　本発明によれば、安全で且つ安価に構成可能で簡便な処理により一度の画像検査で所望
の検査結果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る画像検査装置の全体構成を示す図である。
【図２】同画像検査装置の機能的なブロック図である。
【図３】同画像検査装置の構成的なブロック図である。
【図４】同画像検査装置における画像検査の概念を説明するための図である。
【図５】同画像検査装置に適用可能な２カメラ入力方式を説明するための図である。
【図６】同画像検査装置に適用可能な媒体保持板を示す図である。
【図７】同画像検査装置における複数のしきい値と差分情報との関係を示す図である。
【図８】同画像検査装置におけるしきい値を変化させた場合の相違点の数の変化を示す図
である。
【図９】同画像検査装置にて生成されるしきい値毎の相違点表示画像データ及び限界しき
い値を説明するための図である。
【図１０】同画像検査装置による具体的な画像検査例を説明するための図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係る画像検査装置における画像検査を説明するため
の図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態に係る画像検査装置の検査作業情報シートの構成内容
について説明するための図である。
【図１３】同検査作業情報シートを用いた検査フロー図である。
【図１４】同検査作業情報シートの検査結果レポートにおける色評価画面を表す図である
。
【図１５】検査結果レポートの検査評価レポートの裏ページを示す図である。
【図１６】検査結果レポートの検査評価レポートの表ページを示す図である。
【図１７】本発明の第４の実施形態に係る画像検査システムを示す図である。
【図１８】画像検査システムにおける検査する画像データ等の暗号化及び分散保存を表す
図である。
【図１９】画像検査システムにおける暗号化及び分散保存された検査する画像データ等の
復元を表す図である。
【図２０】画像検査システムにおける印刷ワークフロー図である。
【図２１】画像検査システムにおける検査形態を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、添付の図面を参照して、この発明の実施形態に係る画像検査装置及び画像検査プ
ログラムを詳細に説明する。なお、以下の実施形態は、各請求項に係る発明を限定するも
のではなく、また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決
手段に必須であるとは限らない。
【００３０】
［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る画像検査装置の全体構成を示す図である。また
、図２は、画像検査装置の機能的なブロック図である。更に、図３は、画像検査装置の構
成的なブロック図である。
【００３１】
　図１に示すように、第１の実施形態に係る画像検査装置１０は、パーソナルコンピュー
タ本体（以下、「ＰＣ」と呼ぶ。）１１と、このＰＣ１１に接続された液晶（ＬＣＤ）や
ＴＦＴ、有機ＥＬなどからなるディスプレイ１２とを備えている。また、画像検査装置１
０は、マウス１３、キーボード１４、ポインティングデバイス１５などからなる操作入力
デバイスを備えている。
【００３２】
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　更に、画像検査装置１０は、撮像手段としてのカメラ１６や走査手段としてのスキャナ
１７からなる画像入力デバイスと、任意の構成である画像出力デバイスとしてのプリンタ
１９と、照明光源１６ａ下でのカメラ１６により撮像される各種の被写体が載置されるワ
ークテーブル１８とを備えている。
【００３３】
　なお、カメラ１６やスキャナ１７は、ＰＣ１１に複数台が接続されるように構成しても
、いずれか一方のみを備えるように構成してもよい。カメラ１６は、例えばワークテーブ
ル１８や照明光源１６ａに対して、任意の距離及び角度等で各種の被写体を撮像可能に、
設置や移動自在に支持フレーム１８ａを介して取り付けられている。スキャナ１７には、
同一位置に読み込むための図示しない媒体読み込みテーブルを取り付け、排紙するための
テーブル或いは機構を取り付けるとよい。
【００３４】
　画像検査装置１０は、例えば検査基準となる基準画像を表すデータとして作成された第
１画像データと、検査対象となる検査画像を表すデータとして作成された第２画像データ
とを比較することで、第１画像データと第２画像データとの相違点（ゴミ、汚れ等を含む
）を自動的に抽出するものである。第１画像データは、ＲＩＰ（Ｒａｓｔｅｒ　Ｉｍａｇ
ｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）装置により出力された二値或いは多値の印刷用画像データ（印
刷用デジタルデータ）を含む。第１画像データと第２画像データは、刷り出しの色調整中
の印刷画像或いは本刷中の印刷画像、また印刷される前のＤＴＰソフトウェアにより作成
された画像データ或いは印刷用画像データを含む。
【００３５】
　基準画像は、各種媒体のうち、例えば印刷会社と顧客との印刷校正が終了した校了紙と
しての基準媒体に、プリント（印刷）された画像、或いは印刷用画像データにより構成さ
れる画像のことをいう。検査画像は、例えば印刷物等の検査媒体に印刷される前の画像デ
ータ或いは印刷用画像データにより構成される画像又は検査媒体に印刷された画像のこと
をいう。これら基準画像及び検査画像には、文字、数字、図形、記号、紋様、写真、コー
ド等及びＩＴ８の色チャートや色調整用のカラーコントロールストリップ等の視認可能な
あらゆる画像が含まれる。但し、不可視の電子透かし等のデータにより構成される画像を
含む場合がある。
【００３６】
　基準媒体及び検査媒体としては、上記校了紙及び印刷物の他に、例えば各種の素材で形
成された平面物又は僅かな凹凸のある紙、ビニール、セロハン、ＰＥＴ、ＰＰ（ポリプロ
ピレンフィルム）貼り、布、金属、蒸着紙、樹脂、木材、石材などがある。また、色材、
色光、発光体等には、油性インキ・塗料などの顔料、水性インク・染色液などの染料、或
いは液晶やＥＬ、レーザ等のカラーディスプレイを含めた発光物体がある。
【００３７】
　更に、その他の媒体の形状には、印刷や塗布等の加工可能な各種のビン、缶、ＰＥＴボ
トル、壺・皿・家電など、また薬の錠剤や、機器のプレート部品、電子ボードなど直接印
字や溶接等取り付け加工されたものがあり、媒体は様々な素材で作られた立体物に描かれ
た或いは貼られた色帯・文様・イラスト・写真・絵画・文字などの画像を有する製品等の
物体であってもよい。以下、一般的な印刷工程での活用事例として示す。
【００３８】
　画像検査装置１０は、機能的には図２に示すように構成される。すなわち、図２に示す
ように、画像検査装置１０は、記憶部２、画像処理部３、差分検出部４、画像生成部５、
画像検査部６及び検査結果処理部７の機能構成となっている。記憶部２は、基準画像及び
検査画像を一時的或いは恒久的に記憶する。画像検査装置１０の比較検査ソフトウェアの
機能は、検査領域設定機能、しきい値設定機能、画像重合機能、検査結果画像保存機能及
び検査作業情報シート機能を有する。
【００３９】
　画像処理部３は、記憶された基準画像の少なくとも一部及び検査画像の少なくとも一部
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を、第１及び第２画像データとして画素レベルで対応させて重ね合わせる画像重合処理を
行う。差分検出部４は、画像重合された第１及び第２画像データを任意のしきい値で比較
して、これらの画像データ間での差分を検出する。なお、画像重合とはイメージマッチン
グと同義語とする。また、しきい値には、単独のしきい値で評価を行う「単純しきい値」
と、複数のしきい値の組み合わせ条件（例えば、上限、下限、色毎に異なるしきい値など
）での評価を行うための「条件しきい値」とがある。以下、単に「しきい値」と記したと
きにはこの両方を含むものとする。なお、「単純しきい値」には、一つの「単しきい値」
と二つ以上の「多重しきい値」がある。また、「条件しきい値」には、一つの「条件しき
い値」と二つ以上の「多重条件しきい値」がある。また、検査をしない領域に対してはし
きい値を設定しなかったり、しきい値を０にすることができる。
【００４０】
　画像処理部３では、カメラ１６から取得された画像データの場合で、例えば、印刷用デ
ジタルデータとの比較検査を行う際に、レンズの収差等で入力画像の歪みが生じて、基準
画像と検査画像の画像重合において左右上下部分等で画像の位置がズレて合わない場合が
ある。また、スキャナ１７から取得された画像データも同様にレンズの収差等やスキャニ
ングのムラにより基準画像と検査画像を画像重合させても画像の位置がズレて合わない場
合がある。
【００４１】
　この場合、誤差が少なければ入力し比較検査する画像をマトリックス分割して画像重合
したり、画像を拡大縮小、或いは回転等させて（複合的に）画像重合したりすることがで
きるが、画像のサイズや画像部分の位置が大きく不規則に異なっていたりする場合は画像
重合できないこともある。
【００４２】
　そこで、印刷物の、見当調整用の上下左右のトンボや中心点の４～１５箇所程度の箇所
を重なるように指示を行うか、四隅の角トンボ（断裁マーク）のＬ字又は十字部分のクロ
ス部分を選択し、台形などの変形補正による画像調整処理を行うことで容易に画像重合を
可能にする。或いは入力画像をマトリックス状に分割し又は自在に画像を分割し、マトリ
ックス状に分割された単位で画像重合をしたり、またそれぞれ画像の特徴点を自動選択し
、画像歪曲補正を行う処理をしてもよい。なお、スキャナ画像でも上述と同様に読取速度
ムラが起こり易いことから読取画像の補正を行う必要がある。しかし、画像のズレ量が一
定以上の場合、画像重合させない仕組みを取り入れてもよい。
【００４３】
　画像生成部５は、複数のしきい値（ＴＨ１～ＴＨｎ）で差分を生成した複数の相違点表
示画像同士を更に比較するために、しきい値毎の相違点表示画像データを生成する。画像
検査部６は、生成されたしきい値毎の相違点表示画像データを用いて画像検査処理を行う
。なお、画像処理部３での画像重合処理に伴う画像調整は、例えば線や画像の太らせ細ら
せ処理や階調補正の各種の画像補正処理や、プロファイルを用いた色変換などの画像色補
正処理等も含まれる。
【００４４】
　これにより、上記画像補正処理が行われた画像データは、直接画像検査部６において正
確な文字や色調等の検査が可能となる。検査結果処理部７は、画像生成部５にて生成され
た相違点表示画像データの相違点表示画像と、画像検査部６での画像検査処理において選
択された最適なしきい値に応じた相違点表示箇所の差分画像表示や差分画像にマーキング
枠を加えた検査結果相違点表示画像データに基づく画像や、相違点の箇所数等を一つにま
とめた検査結果レポートを生成する。
【００４５】
　なお、相違点とは以下のものを指す。すなわち、相違点とは文字・写真・図形などの画
像において相違があるもの全てを指し、文字欠け・ゴミ・汚れなどの印刷エラー、重合不
良やＲＩＰ処理の違いで生じる出力された画像の僅かな線や文字又は画像の形状のズレや
ノイズの画像エラー、文字や図柄の修正箇所等を含む。これらを以後一括して相違点とす
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る。
【００４６】
　画像重合に際しては画素レベルで対応が行われるが、例えば画像におけるドットを画像
を構成する最小単位とし、単なる物理的な点情報とする。また、画像における１画素（ピ
クセル）は一般的には画像を構成する最小単位としてドットと同義語として使用されるが
、ここではＰＣ１１で画像を取り扱うときの色情報（色調や階調等）を持つ最小単位又は
最小要素とする。従って、単色の場合は１ドットが１画素で、カラーの場合はＲＧＢで１
画素、ＣＭＹＫで１画素又はＸＹＺで１画素、Ｌ＊ａ＊ｂ＊で１画素となる。また、画素
以下のレベルでも画像重合するので、１画素レベルでは濃淡によるディザリング処理を行
うことで、１画素レベル以下の誤差範囲まで正確に位置合わせを行った画像表示を行うこ
とができる。
【００４７】
　色情報は、例えばＣＩＥＬＡＢ（Ｌ＊ａ＊ｂ＊）値や、ＣＩＥＸＹＺ値、マンセル表示
値、分光反射波形、分光画像、ＲＧＢ値、ＣＭＹＫ値、フィルタで得られた濃度値、反射
透過率、赤外波長、紫外波長又はＸ線波長等であってもよい。なお、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系
では、Ｌ＊で明度を表し、色相と彩度をａ＊ｂ＊を使って色調として表したりすることも
できる。また、それぞれａ＊とｂ＊は色の方向を示し、＋ａ＊は赤方向、－ａ＊は緑方向
、＋ｂ＊は黄方向、－ｂ＊は青方向のそれぞれの色方向を示している。Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色
系では、これら各パラメータの数値が大きくなるに従って、色が鮮やかになる。
【００４８】
　また、基準画像と検査画像との色差は、これら前述の数値を比較することで算出できる
が、ＣＩＥ１９７６のΔＥやＣＩＥＤＥ２０００等で表すこともできる。また、印刷機や
印刷の画像データとしてＣＭＹＫ各版の網点％値で表すことで、印刷機への色調整のフィ
ードバック情報として利用したり、デザイン部門やプリプレス部門、印刷工場において製
版データの色修正等に利用することが可能である。
【００４９】
　検査結果画像は、ＨＤＤ２９に保存される。検査結果画像には、基準画像と検査画像と
を重合した後の二つの画像及び複数の異なるしきい値毎に生成された差分画像が、二つの
画像のそれぞれのレイヤ構造としてリンクされ、データ保存される。また、或いは基準画
像と検査画像とを互いに重合し、一つの画像として合成し、複数の異なるしきい値毎に生
成された差分画像が、一つの画像のレイヤ構造としてリンクされ、データ保存されてもよ
い。また、各しきい値で生成された差分画像に識別色を指定した場合は、識別色の情報が
検査結果画像のヘッダに記録される。
【００５０】
　検査結果画像は、比較検査ソフトウェアを持たないＰＣでも、別途開発した簡易表示ビ
ュアソフトウェアをダウンロードして実行することにより、閲覧することが可能である。
また、検査結果画像は、上記ビュアソフトウェアによってしきい値による相違点を確認す
ることが可能に構成される。これにより、検査結果画像からでも基準画像と検査画像をあ
おり表示したり、基準画像と検査画像をオーバーラップ表示したり、両画像が完全に一致
する箇所を半調表示させたりすることが可能である。また、複数の差分画像の中から特定
のしきい値で生成された差分画像を選択し、相違点を色表示させたり、異なるしきい値で
生成された複数の差分画像それぞれに異なる識別色で交互表示したり、識別色を変更した
りした後に交互表示したりすることが可能である。更に、マーキング表示のしきい値を設
定することができ、更にしきい値を変更することで、しきい値に伴い差分画素の大きさ（
画素数）を選択してマーキング表示させることが可能である。
【００５１】
　図３に示すように、ＰＣ１１には、ＣＰＵ２１が内蔵されている。ＣＰＵ２１は、例え
ばメインメモリ２２上に格納されたプログラムを読み込んでＰＣ１１に各種の動作を実行
させる。メインメモリ２２に一時的に格納されたり或いは恒久的に記憶されたりするプロ
グラムには、例えば画像検査のための各種のソフトウェアが含まれている。ソフトウェア
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は、専用コンピュータシステムの他、ネットワークＷｅｂ対応のアプリケーションソフト
ウェアやＤＴＰソフトウェア、データベースソフトウェア、シーケンスプログラムなどが
利用される。
【００５２】
　ＣＰＵ２１には、バス２０を介して画像制御部２３やデータ入力部２４、操作入力部２
５、データ出力部２６、及び通信モジュール２７等が接続されており、外部周辺機器や遠
隔地設置機器等のＰＣ１１に対する外部機器との間で各種のデータやプログラムのやりと
りが可能に構成されている。
【００５３】
　また、ＣＰＵ２１には、画像メモリ２８やハードディスクドライブ（ＨＤＤ）２９が接
続されている。画像メモリ２８は画像データを記憶する他に画像処理全般においてワーク
メモリとしても使用され、ＨＤＤ２９は画像データ等の各種のデータや前述の種々のプロ
グラムなどを読み出し可能に一時的に格納、記憶するように構成されている。
【００５４】
　画像制御部２３は、主にディスプレイ１２の表示画面の表示制御を行う。データ入力部
２４は、例えばカメラ１６によって撮像された撮像画像の画像データやスキャナ１７によ
って走査された走査画像の画像データ、ＲＩＰやその他外部機器等から取得された画像デ
ータ等をＰＣ１１内に入力して画像メモリ２８やＨＤＤ２９に記憶等させる。なお、デー
タ入力部２４は、カメラ１６やスキャナ１７等の動作制御も行う。
【００５５】
　画像制御部２３は、カメラ１６の光量調整、ＲＧＢやＣＩＥＸＹＺ画像入力のホワイト
バランス調整、ディスプレイ１２の表示画面全体のシェーディング（ムラ）補正、全画像
の画素数指定、白と黒のレベル補正（レンジ補正）、スキャナ１７のＲＧＢやＣＩＥＸＹ
Ｚ色域補正、入力解像度指定、スキャニングスピードの管理、プロファイルによる色変換
、画像階調補正などを行う。
【００５６】
　また、画像制御部２３は、外部機器等から取得された画像データの入力に関しては、解
像度の変換や、またＰＤＦデータはＴＩＦＦ－ＣＭＹＫ画像又はＴＩＦＦ－ＲＧＢ画像に
変換することを行い、様々な画像データを同じデータ形式に変換することで、画像検査装
置１０が比較検査を行えるようにする。
【００５７】
　操作入力部２５は、マウス１３、キーボード１４、ポインティングデバイス１５等から
の入力信号をＣＰＵ２１に伝達し、画像検査装置１０に対する動作指令を伝達・制御・記
録（一時記憶）する役割を担っている。データ出力部２６は、ＣＰＵ２１によって作成さ
れた各種の画像データや検査結果に関するデータ、検査作業情報シートに関するデータ、
その他のデータ等をプリンタ１９や外部機器に出力する。なお、データ出力部２６は、プ
リンタ１９等の動作制御も行う。
【００５８】
　通信モジュール２７は、上述した各種の画像データや検査結果に関するデータ等と併せ
て、ＰＣ１１で取り扱い可能な各種のデータをネットワーク回線を通じて有線／無線で送
受信可能に構成されている。なお、カメラ１６には、一般的なＣＣＤカメラ、ＣＭＯＳカ
メラの他に、ＣＣＤや密着センサなどの各種ラインセンサ、及び赤外線、紫外線用の特殊
イメージセンサなどがあり、更にアナログカメラからの画像をデジタル変換可能な入力装
置等も採用することができる。
【００５９】
　なお、校了紙や印刷物で、オフセットなどの印刷機や他の出力機でインキ等が未乾燥の
ものがある。印刷直後のウェット状態とインキが乾燥した後のドライ状態とでは、例えば
印刷媒体に付着する油性インキの表面をミクロ的に見た場合の形状が異なることから光の
反射等によりインキの色が異なって見える場合がある。カメラ１６には、このような影響
を抑制するためにＰＬ（偏光）フィルタを装着するようにしてもよい。ＰＬフィルタを装
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着しない場合には、ＰＬフィルタと同様の効果を有する画像処理やウェット状態とドライ
状態（乾燥済状態）の色変換テーブルを用意して対応するようにしてもよい。スキャナ１
７での印刷直後のインキがウェット状態での検査については後述する。
【００６０】
　また、カメラ１６を、例えばＲＧＢ、ＣＩＥＸＹＺ、ＣＩＥＸＹＺ等価、分光などのフ
ィルタを用いた画像取得手段として利用してもよい。例えばカラーフィルタを用いた場合
、ＣＩＥＬＡＢやマンセルなどの表色系で画像の色を表すことができる。その他、カメラ
１６を、赤外線・紫外線カメラやレーザ画像、磁気画像、超音波画像をデジタル変換可能
な入力装置等を用いた画像取得手段として利用してもよい。
【００６１】
　なお、ＣＩＥＸＹＺ等価フィルタは、ＣＩＥＸＹＺ分光特性を満足する各分光特性（ｓ
１，ｓ２，ｓ３）が負の値をもたない、単独ピークをもつ山形であり、それぞれの分光曲
線のピーク値が等しく、かつ分光曲線のピーク値が等しく分光曲線のすその部分での重な
りはできるだけ少なくするという条件を満たしたフィルタである。
【００６２】
　上述した機能的な構成の記憶部２は、例えばメインメモリ２２、画像メモリ２８及びＨ
ＤＤ２９によって構成され、画像処理部３は、例えばＣＰＵ２１及び画像制御部２３によ
って構成される。また、差分検出部４、画像生成部５、画像検査部６及び検査結果処理部
７は、例えばＣＰＵ２１、画像制御部２３、メインメモリ２２及び画像メモリ２８によっ
て構成される。
【００６３】
　なお、このように構成された画像検査装置１０においては、画像検査のための基準画像
及び検査画像については検査する全体画像又は部分（領域）画像のいずれでもよく、ＰＣ
１１内で処理可能な画像データを想定している。すなわち、以降における画像データ（印
刷用基画像データを含む）とは、ＤＴＰでのポストスクリプトデータはＲＩＰ等からの画
像データ、また、ＣＰＵと各種のアプリケーションソフトウェアで作成された画像データ
、カメラやスキャナにより入力された画像、更にはネットワーク回線を通じて受信された
画像データ等をいう。画像データ形式は、ＰＤＦ，ＴＩＦＦ，Ｂｉｔｍａｐ，ＪＰＥＧ，
ＰＩＣＴ等にファイル変換されたものや、ＣＩＰ３／ＰＰＦやＣＩＰ４／ＰＰＦファイル
等のＰＰＦデータの画像データを含む。
【００６４】
　また、画像データとは、デジタルカメラやスキャナを始め、ＤＸＦファイルなどＣＡＤ
装置等から画像データとして変換したもの、その他の画像入力装置、例えば医療用画像入
力装置により入力されたＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）フォーマットなどがある。更には入力
後に変換されたりＣＰＵによって補正されたりした二次元、三次元の画像のファイルも含
む。
【００６５】
　次に、第１の実施形態に係る画像検査装置１０を用いた画像検査の内容について、図１
～図１０を用いて説明する。ここで、図４は、画像検査装置における画像検査の概念を説
明するための図である。また、図５は、画像検査装置に適用可能な２カメラ入力方式を説
明するための図である。
【００６６】
　また、図６は、画像検査装置に適用可能な媒体保持板を示す図である。図７は、画像検
査装置における複数のしきい値と差分情報との関係を示す図である。図８は、画像検査装
置におけるしきい値を変化させた場合の相違点の数の変化を示す図である。図９は、画像
検査装置にて生成されるしきい値毎の相違点表示画像データ及び限界しきい値を説明する
ための図である。更に、図１０は、画像検査装置による具体的な画像検査例を説明するた
めの図である。
【００６７】
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　まず、図１及び図４に示すように、第１の実施形態に係る画像検査装置１０では、検査
基準となる基準画像が印刷された校了紙や印刷物等の基準媒体３０Ａをワークテーブル１
８上の所定の位置に載置する。そして、カメラ１６と照明光源１６ａによって基準画像を
撮像し、この撮像画像から得られる基準画像（第１画像データ３１）を画像メモリ２８に
記憶する。
【００６８】
　次に、ワークテーブル１８上から基準媒体３０Ａを取り外して、検査対象となる検査画
像が印刷された校了紙や印刷物等の検査媒体３０Ｂをワークテーブル１８上の所定の位置
に基準媒体３０Ａのときと同様に載置し、カメラ１６と照明光源１６ａによって検査画像
を撮像して、この撮像画像から得られる検査画像（第２画像データ３２）を画像メモリ２
８に記憶する。
【００６９】
　ここで、図４に示す単純しきい値での検査例では、第１画像データ３１の画像に比べて
、第２画像データ３２の画像には上述したようないくつかの相違点（エラー）Ｅが含まれ
ている。なお、１カメラ入力方式で第１及び第２画像データ３１，３２を取得し、これら
二つの画像データ３１，３２を一つのペアファイルとして検査ジョブのジョブコードと関
連付けてＨＤＤ２９等のホットフォルダに保存するようにしてもよい。同様にすれば、保
存した一つのペアファイルを用いて単純しきい値や条件しきい値での連続自動検査を行う
ことが可能となる。
【００７０】
　上記のように、画像読取手段或いは画像取得手段として機能するＰＣ１１と一つのカメ
ラ１６とを用いることによって、最初に基準画像及び検査画像を取得して第１画像データ
３１と第２画像データ３２とを生成して記憶する。このような一つのカメラ１６を用いて
別々に撮像画像を得る方式を１カメラ入力方式と呼び、撮像時には基準画像と検査画像と
を、ほぼ同一のサイズ及び解像度で読み取るようにすると更によい。
【００７１】
　なお、これら第１及び第２画像データ３１，３２については、図５に示すように、画像
検査装置１０に二つのカメラ１６とワークテーブル１８とを装備して、同一条件の照明光
源１６ａ（図示せず）の下、基準媒体３０Ａの基準画像を一方のカメラ１６で撮像し、検
査媒体３０Ｂの検査画像を他方のカメラ１６で同時に撮像して、ＰＣ１１により二つの撮
像画像を得て重ね合わせて表示する２カメラ入力方式により生成するようにしてもよい。
この２カメラ入力方式では、ディスプレイ１２の表示画面（モニタ画面）上に表示する入
力画像の濃度や色は加色混合となるので、減色混合に変換する装置を含む。
【００７２】
　二つのカメラ１６で撮像される画像は、画像サイズの縮尺を同一に調整することが望ま
しい。すなわち、例えば一方のカメラ１６で基準画像を撮像し、他方のカメラ１６で同様
に基準画像を撮像して、これらの撮像画像を比較して画像の拡大縮小比率を得てから同一
サイズに調整して、一方のカメラ１６のレンズにズームレンズを採用し、サイズを変更し
たり、レンズと撮影面までの距離を変更したりして調整し、またＸＹ方向に移動させる距
離をカメラ個別に調整する移動機構を取り付けたりしてもよい。
【００７３】
　また、この２カメラ方式においては、ワークテーブル１８上に載置される基準媒体３０
Ａ及び検査媒体３０Ｂのサイズ違い入力や位置ズレが起こっても、入力画像の重合処理の
際に両者の基準画像及び検査画像を画素レベルで位置補正とサイズ調整することで、画像
重合し、画像同士を検査することができる。
【００７４】
　なお、２カメラ入力方式では、一度の撮像で基準画像及び検査画像を取得することがで
きるので、これらを一つのペアファイルとして検査ジョブのジョブコードと関連付けてＨ
ＤＤ２９等に保存するようにしてもよい。このようにすれば、保存した一つのペアファイ
ルを用いて、１カメラ入力方式と同様に連続自動検査を行うことが可能となる。
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【００７５】
　また、基準画像と検査画像を一つのスキャナ１７を用いて連続して入力し、又は別々に
入力して、二つの走査画像を得る１スキャナ入力方式、或いは一つのカメラ１６と一つの
スキャナ１７とを用いて連続して入力し、又は別々に入力し、二つの撮像画像と走査画像
を得る１カメラ１スキャナ入力方式で画像を得ると共に、データ入力部２４に入力された
ＰＳ（ポストスクリプト）データからＲＩＰ処理をして得られた印刷用デジタル（画像）
データや、ＰＤＦデータ等の画像を得て、比較する異機種や画像データから入力画像によ
るハイブリッド方式で検査するために、第１及び第２画像データ３１，３２を生成するよ
うにしてもよい。なお、これらの方式においても、縦・横それぞれ同一サイズに調整して
、又は二つの入力画像の角度補正をして、個別に検査或いは連続自動検査を行うことがで
きる。
【００７６】
　基準画像と検査画像のいずれか一方が面付け状態で他方が単ページの場合は、面付けペ
ージを単ページに分割するか、単ページ画像と対応する画像を面付けページの中から画像
検索して抽出し、各単ページを面付けし、面付けページとして重合してもよい。
【００７７】
　また、スキャナ入力やカメラ入力を行う際の入力媒体において、例えば８ページ面付け
を構成する個別のページ画像が正確な位置に正しい角度で目で見られずに手でバラバラの
位置に貼られている場合がある。更に貼り合わせた各ページのプリントサイズの誤差があ
る場合もある。この場合の画像重合や差分検査をする場合は、貼り合わせた画像を各ペー
ジ毎に画像領域を分割して、各ページ単位としてページ毎に画像重合し、差分検査を行う
。
【００７８】
　印刷物の画像入力において、薄紙に両面印刷された場合について述べる。この場合はい
わゆる裏面透かし写り現象が印刷検査画像面に出て、検査に影響が出る。その検査のため
の裏面透かし写り除去のための画像補正として、裏面透かし写りのミラー画像から媒体の
透過分を減じて差し引き、検査用画像とする。このとき表面画像に裏面の透かし写り画像
が重なっている部分は表面の画像も裏面の画像の影響を受けるので、裏面の画像をミラー
画像として取り込み、更に表面の画像の全量から媒体の透過分を減じて差し引き、検査画
像面が白地の部分画像マスクを加えて検査する。
【００７９】
　また、両面印刷物において、カメラ入力やスキャナ入力の場合は裏面透かし写りを減じ
るために基準媒体と検査媒体を画像入力する場合に、媒体の裏面に黒や濃灰色の紙を置い
て画像入力を行うと裏面透かし写りが減じる効果をもたらす。またスキャナ入力の場合で
、検査媒体が搬送ローラを通過した後、スキャナのＣＣＤやＣＭＯＳや密着画像センサの
受光部の部分（スリッド面或いは面）を通過する構造のとき、スキャナ受光部面を印刷媒
体を通過させるため、印刷媒体を挟んだスキャナ受光部面の反対側に、印刷媒体送り機能
を備えた印刷媒体押さえローラ或いは押さえ板がある。この印刷媒体押さえローラ或いは
押さえ板の色を黒或いは濃灰色とすることで、前記裏面に黒や濃灰色の紙の代用となり、
裏写りを軽減して媒体の画像を入力することができる。
【００８０】
　以下その他の活用例として、基準画像と検査画像の第１及び第２画像データ３１，３２
については、予めＰＣ１１の画像メモリ２８やＨＤＤ２９に基準画像及び検査画像を保存
しておき、ＣＰＵ２１及び画像制御部２３によって画像メモリ２８やＨＤＤ２９、或いは
ネットワーク回線を通じて、基準画像や検査画像若しくは両方の画像を読み込んだり呼び
出したりして取得し生成したり、外部機器により生成された第１及び第２画像データ３１
，３２そのものを読み込んだり呼び出したりして取得することもできる。
【００８１】
　更に、例えば画像検査する二つの画像（基準画像、検査画像）をカメラ１６から取り込
み、メインメモリ２２に一時的に格納された比較検査ソフトウェアを用いて濃度（明度）
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、色調（彩度、色相）、或いはコントラスト、或いはガンマを含めることもできる。そし
て、位置ずれ等の検査精度値を予め検査設定テーブル画面で設定し、例えば生成された第
１及び第２画像データ３１，３２を多値化又は二値化のデータに変換してこれらを比較す
るように構成してもよい。
【００８２】
　なお、基準画像及び検査画像の入力データの種類が違う場合で、印刷機やレーザプリン
タ、インクジェットプリンタ等からの出力物の画像である場合は、出力機器の種類、装置
の出力設定や出力精度の他、出力材表面の色や材質、反射率と検査する検査波長領域、画
像の種類等の様々な要因のばらつきなどにより、生成された第１及び第２画像データ３１
，３２の画像や線分の太さや鮮鋭度が異なってしまうという事態が発生する場合がある。
【００８３】
　このような、比較する第１及び第２画像データ３１，３２の画質や線分の太さが異なる
場合には、例えば第１画像データ３１と第２画像データ３２の二つの画像を（別画像レイ
ヤ又は別レイヤで）画像重合（イメージマッチング）し、ディスプレイ１２の表示画面上
に表示させ、表示された画像の全体或いは１箇所又は複数の特定部分をポインティングデ
バイス１５等で指示することにより、画像の調整、すなわち濃度（明度）、色調（彩度、
色相）、或いはコントラスト、ガンマ等の画質調整、及び画像や線分のそれぞれを太らせ
たり、画像角度の回転処理で画像を太らせ調整したり、或いは線状画像の中心部だけの骨
文字等にしたライン処理化をしたりするといった細らせ調整、画像の歪み調整を行う。ま
た、所定のフィルタリング処理や画像調整処理を行い、更には色調調整のためのカラーマ
ネジメント処理等の各種の画像補正処理や画像調整処理等を含む所定の画像処理を行うよ
うにしてもよい。
【００８４】
　すなわち、英文小文字のａとｅや、数字の６と８など、文字部分を撮像した機器のレン
ズなどの画像の鮮鋭度が悪い場合に、比較検査の精度が劣る現実がある。二つの検査する
画像において、例えば文字などの太さが違っている場合は、文字の線画像部分の中心線を
取り出す画像処理をして、いわゆる骨文字にしてテキストの比較検査を行う。
【００８５】
　また、検査する二つの画像の文字の画像領域において、検査者が画像重合して二つの画
像のあおり（交互）表示を見ながら、太さが違っても同じ文字群か目視確認して同じ文字
群と認められる画像領域をポインティングデバイスで枠囲みして限定し、ＰＣ及び比較検
査ソフトウェアに同一の大きさのドット画像として認識させる。そして、線分の太さを基
準画像或いは検査画像に合わせる画像補正処理を行うことで二つの画像に対し同一評価が
できる画像処理を行う。
【００８６】
　異なるＲＩＰによる二つの画像の文字領域部分の線の太さや、画像解像度の異なる画像
同士、又は印刷用画像データとカメラ入力（撮影）による画像など、異なるシャープネス
の画像同士を比較する場合、僅かな画像の輪郭の違いにより検査画像エラーとなる相違点
の表示が出てしまう。
【００８７】
　そこで、こうした画像の輪郭で発生する微細な違いを検知し過ぎないよう曖昧処理を加
えることで、ある一定画素が連結した例えば数十画素以上画素が長く連結した線画の輪郭
のみ検査しきい値を制御する。しかし、画素の接続が短かったり、例えば濃度が５０％以
下の画素の連続で形成されているものが一方の画像に単独で検知された場合は、ゴミなど
の可能性として検知し、曖昧処理が掛からないように検査ステップをプログラムすること
で、線画とゴミなどの印刷エラー（検査不純物）との分離が可能である。また、文字と色
の曖昧処理の値は個別に設定する。
【００８８】
　このような所定の画像処理は、例えば事前にＰＣ１１を利用することで、第１及び第２
画像データ３１，３２を太さ差分の中間値で調整したり、いずれか一方の画像データにい
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ずれか他方の画像データを合わせたり、例えばトーンカーブ補正又はカラーテーブル（プ
ロファイル）や色変換エンジンを用いて、少なくともいずれか一方の画像データに合わせ
るようにする画像補正機能で画像を調整したりする方法も採用できる。プロファイルは、
例えば入力機器別ＩＣＣカラープロファイルやＪＡＰＡＮＣＯＬＯＲ等の共通プロファイ
ルを用いることができる。このようにすれば、色調差による相違点（エラー）Ｅの数を少
なくしてより精度の高い画像検査を行うことができる。
【００８９】
　また、印刷の網点を表す１ビットデータを基準画像又は検査画像として利用する場合は
、例えば画像データが例えば２４００ｄｐｉと非常に高解像且つデータ容量が大きく、解
像度変換の際にモアレである紋様発生現象を起こし易い網点情報を持っている場合がある
。この場合、データ容量が大きいので画像重合を行う前に、８ビットの階調を持つ画像に
変換すると共にモアレ防止のために例えば網点を一旦暈かす処理と同時に画像の再鮮鋭処
理を行い、又解像度変換を行うことにより網点画像によるモアレ発生を解消する。
【００９０】
　更に画像重合処理を行う前に正確な撮像時の入力画像の角度補正のための回転処理を行
い、且つ二つの画像を同サイズにするためのリサイジング処理をして、ＣＭＹＫ４色コン
ポジットカラー画像にする。これらを印刷用の最終出力画像として、校了紙や印刷の基デ
ータ（ＰＤＦ又はＴＩＦＦ－ＣＭＹＫ画像）と比較するための検査画像に利用する。勿論
、印刷の基画像としての基準画像として利用することで、例えば印刷中の刷り出し印刷物
の抜き取り検査のために利用してもよい。
【００９１】
　画像入力装置の白レベルと黒レベルの変化や色再現に変化が起こった場合は、同じ検査
しきい値で検査を行っても同じ結果にならない。こうした原因は、主に画像入力装置であ
るカメラやスキャナの変動による場合が多く、専用のチャートを用い入力装置の調整やキ
ャリブレーション等を行うことで、一定な画像再現が行えるようにする必要がある。
【００９２】
　専用のチャートは、例えばどこの場所で検査を行っても同じ検査結果を得るため、限界
しきい値が一定の値になるようにするための検査基準となる検査画像調整チャートである
。チャートの内容は、文字を検査するため、文字の太さや形状（書体）や文字サイズ（ポ
イント数）の異なるものを段階的に並べたものの中に文字の違いや僅かなズレ又は太さの
違いを含ませておき、その部分領域がどの文字サイズで発見されるかを自動的に検出し、
文字サイズを予め指定しておくことで検査しきい値を自動的に検出するものである。
【００９３】
　検査機器で検査者が求める精度での検査品質の確認をするために、検査における適正な
しきい値設定を簡便にするための検査画像調整チャートを作成する。この画像検査調整チ
ャートとは、例えば第１の画像と第２の画像の比較検査を行うために求める検査精度にお
いて、最適なしきい値を簡便に得る効果をもたらす。
【００９４】
　また、この検査画像調整チャートは、基準チャートと検査チャートの比較する二種のチ
ャートで構成する。更に、このチャートは検査する同一の媒体で印刷或いは出力する。ま
た、この検査画像調整チャートには、文字の検査サイズと色の差分と、印刷欠陥である印
刷物の汚れや文字の欠け、画像のピンホール、また検査時におけるゴミなどの要素を入れ
たものにする。
【００９５】
　また、この検査画像調整チャートは、一枚が基準となる画像データ或いはそのデータか
ら出力された基準チャートで、文字列は例えば４ポイントから２０ポイント程度の文字サ
イズを変えた日本語と英語などの外国語の白バックと黒バックの文字及び句読点・疑問符
・括弧・アクセント等の約物、また表などの罫線が入ったものと、ＩＴ８などのカラーチ
ャートや平網やグラデーションを配置し、更に写真やイラストレーションなどの画像、例
えば人の顔や風景や花、白黒の陶磁器、キャラクターデザインやロゴマークサンプルなど
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が配置される。
【００９６】
　更に、検査画像調整チャートの基準チャートに対し、検査チャートは文字や画像の書体
や大きさや色が異なる箇所、文字が差し替わっている箇所、一字或いは数文字を削除又は
挿入した箇所、文字や画像が差し替わっている箇所、文字や画像の位置や向きが異なる箇
所、イエローベタ濃度や薄色の特色ベタや網点などを白地に、或いは黒地バック上に上乗
せ、抜き文字として配置することで、更に色々な検査物に対しての検査精度を設定する場
合に役立つものとする。
【００９７】
　以上のように基準チャートと検査チャートの差分として検知したい文字サイズや濃度、
色相・彩度等を何段階か階調を持つ差異の検査画像調整チャートを作成し、チャートの校
正用の文字や画像精度について、検知したい濃度差や色調差が検知できるしきい値レベル
を設定する。
【００９８】
　そして、基準画像と検査画像としての各検査画像調整チャートとその印刷画像データと
を基に、例えば良品と判断したい許容レベルのしきい値で比較検査することにより、検査
ができる文字のポイントサイズや色の色調差がΔＥやＣＭＹＫ％で確認できる。また、こ
のしきい値による文字サイズ検査可能しきい値と色調差許容しきい値を、印刷工程で関係
する印刷工場やプリプレス部門又は営業部門に伝達を行う。
【００９９】
　更に画像入力装置で取り込んだ画像を用いる場合、各部門に個別に設置された入力装置
の特性に合わせて個別に画像の大きさや歪みを補正する重合前処理設定を行うことで、ま
た最適な検査しきい値を活用することにより、印刷会社が全社内或いは外注先との間での
品質管理基準を統一できる利点がある。また、最適な検査しきい値を活用することにより
、営業所等別に設置された画像入力装置で取り込んだ画像を用いることもできる。
【０１００】
　また、印刷網点を有する第１又は第２画像データ３１，３２がスキャナ１７の走査画像
やカメラ１６により得られた撮像画像から生成されたものである場合は、スキャナ１７や
カメラ１６の読み込み解像度によっていわゆるモアレを起こす場合がある。この場合は、
印刷網点に対するスキャニング解像度の調整でモアレを起こしにくい解像度で走査するか
、入力時或いは入力した画像をモアレ除去ソフトウェアで基準画像及び検査画像のアンシ
ャープ処理による網点暈かしとシャープネス強調を行う。或いはモアレが目立たないＦＭ
スクリーン等に印刷網点を変えて印刷するか、或いはまたデジタル化した後で検査用画像
を得るようにすればよい。
【０１０１】
　また、第１画像データ３１や第２画像データ３２が、印刷機により基準媒体３０Ａや検
査媒体３０Ｂ上に印刷された基準画像や検査画像をスキャナ１７で読み取ることで生成さ
れるものである場合は、上記のように印刷直後でインキが乾いていないウェット状態のと
きに不具合が生じることがある。
【０１０２】
　すなわち、基準媒体３０Ａや検査媒体３０Ｂ上のウェット状態のインキがスキャナ１７
の読み込み時にスキャナ１７の搬送ローラや画像読取部に接触して、印刷物が汚れた状態
で読み取られてしまう場合がある。このような場合には、正確な画像検査を行うことがで
きなくなってしまう。
【０１０３】
　そこで、図６に示すように、基準媒体３０Ａや検査媒体３０Ｂをスキャナ１７の搬送ロ
ーラや画像読取部と非接触で読み取り可能となるように保持できる媒体保持板３９を用い
る。そして、この媒体保持板３９に基準媒体３０Ａや検査媒体３０Ｂを着脱自在の吸着材
や接着剤を塗布したり、再剥離可能な両面テープ等により貼着し、媒体の周辺をマスク枠
で囲むようにする。このような媒体保持板３９を使うことで、搬送ローラが検査媒体を汚
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さずに非接触で搬送できるようにする。
【０１０４】
　これにより、媒体保持板３９をスキャナ１７の読取部にセットすることでスキャナ１７
の読取面に合わせて、例えば画像面を下向きにしてもプルーフや印刷物が媒体保持板３９
のボードから剥がれ落ちずに読み取りを行い、走査画像を得るようにする。
【０１０５】
　なお、この媒体保持板３９全面に微細な孔を開けて、検査媒体を乗せて下面からエアー
吸着することで、空気抜けが完全な吸着ボードとなる。併せて媒体保持板３９は、吸着機
能を持った吸着紙をボードに貼り付けてあるため、高価な吸着機器が不要となり、安価で
簡便な媒体保持ボードとなる。また、ボードの下側から強いエアーを吹き付けることで、
用紙を上板に押し付けてムラなく密着させる方式でもよい。このため、検査が必要な全て
の装置でも活用できる利便がある。
【０１０６】
　次に、画像メモリ２８に記憶された第１及び第２画像データ３１，３２の少なくとも一
部同士、すなわち、基準画像の全体や部分及び検査画像の全体や部分を、前述のように例
えば画素レベルで対応させるように画像重合（イメージマッチング）処理を行う。なお、
第１の実施形態に係る画像検査装置１０では、画像重合された第１及び第２画像データ３
１，３２の画像をディスプレイ１２の表示画面上に比較する相違点画像同士を異なる色で
画像重合させたり交互に切り替え（あおり）表示させたり、更にマーキング枠を同色や異
なる色で表示したり、或いはマーキング枠の有無（ＯＮ／ＯＦＦ）を表示画面上に交互表
示したりする。また、更に相違点画像と相違点をマーキング枠で囲った画像とを交互に切
り替え（あおり）表示させることもでき、検査者に相違点画像を確認させ易くなる。
【０１０７】
　画像重合処理は、具体的には第１及び第２画像データ３１，３２が精密に画像重合する
ため、画素レベルで画像重合対応するように、画像重合処理においては重合処理の内部処
理として連続して２ステップで行う。第１ステップでは重合環境の整備のための前処理を
行う。すなわち、上述したような太らせ調整や細らせ調整等の補正及び両画像の共通座標
軸上での解像度調整を行い、更に縦と横の相対的画像サイズ差調整や相対的画像歪みの除
去、画像位置補正、画像サイズ補正、画像角度補正により行われる。また、第２ステップ
の画像重合処理は、例えば特徴点重合、１点重合、多点重合、マトリックス分割重合や任
意分割重合等の種々の既知の手法を用いて位置合わせの重合を行う。
【０１０８】
　運用上、前述のように一回の操作で画像の異なる位置調整や回転角度調整、リサイズ調
整が大き過ぎて、一回の調整許容範囲から外れて調整できないときは、二回以上に分けて
追加調整（追い込み調整）処理としてプログラムされている。また、画像制御部２３は基
準画像と検査画像の入力画像の向きを合わせたり、モニタ画面に正像の向きで表示させた
りするために、９０°単位を原則に画像を自由に一定角度回転させる機能で、例えば装置
の特性や面付けページを分割した場合や、基準画像と角度を変えて検査画像が多丁付けし
た場合に、画像の向きを同一に合わせるものである。このように検査の前後に角度設定し
たり、検査時にその場で角度回転を行ったり、また裏面からしか入力できない印刷物等に
対してミラー機能により、基準画像と検査画像の向きや方向を一致させることができる。
【０１０９】
　なお、詳しくは後述するが、画像メモリ２８やＨＤＤ２９に記憶された基準画像及び検
査画像を画像重合処理する前や、画像重合処理した後に、画像を複数の領域画像に分割す
る画像分割処理を行うようにしてもよい。そして、分割された各領域画像を表す第１及び
第２画像部分領域群データを第１及び第２画像データ３１，３２として以後の各処理の処
理単位とし、分割した部分を、一つのしきい値或いは複数のしきい値で検査し、表示し、
保存する。
【０１１０】
　また運用上、基準画像と検査画像の一方或いは両方がそれぞれ手貼りなどで、画像の各
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部分が対応する画像と、サイズや画像貼り込み角度がそれぞれ異なる場合は、それぞれ対
応する部分領域毎に、自動で或いはポインティングデバイスで画像を部分領域に分割して
、部分領域毎に画像重合処理を行う。
【０１１１】
　また、例えば面付けされたＡ１判の画像をＡ４判に分割する分割情報と面付けページ情
報が入ったテンプレートに基づき、検査する画像双方の部分領域画像にページ番号とその
後に基準画像にはＡと付けて、また検査画像にはＢと付けてホットフォルダに保存すれば
、検査の自動連続バッチ処理を可能にすることもできる。また、その逆に分割されたファ
イルをページ面付情報に従って、単ページ順や見開きページ順或いは印刷ジョブの面付け
画像に合わせて画像結合を行い、全面で検査する。
【０１１２】
　更に、画像メモリ２８やＨＤＤ２９に記憶された基準画像及び検査画像においてテキス
トや絵柄等画像の同一の部分画像、すなわち同じ位置或いは後述する部分領域のコンテン
ツ画像に対応する位置にあるテキストや絵柄等を構成する同一のコンテンツ要素を持つ部
分の画像を、画像検査用のコマンドや、或いは更に後述する同一部分に対応する画像を、
画像検査処理により画像抽出して、基準画像と検査画像を関連付けて、これら関連付けた
部分画像を第１及び第２画像データ３１，３２として画像重合を行うようにしてもよい。
【０１１３】
　続いて、第１の実施形態に係る画像検査装置１０は、例えば比較検査ソフトウェアを用
いることによって、画像重合された第１及び第２画像データ３１，３２を比較して、これ
ら両画像データ３１，３２間での濃度（明度）と色調（彩度、色相、或いはＬ＊ａ＊ｂ＊
値、或いはΔＥ値）、位置ずれ等を抽出し、差分を検出する。
【０１１４】
　差分は、画像の色データであるＲＧＢ値、ＣＭＹＫ値、ＣＩＥＸＹＺ値、Ｌ＊ａ＊ｂ＊
値、及び濃度値、マンセル表色値、分光値、反射透過率、に基づく色差（ΔＥ、ＣＩＥＤ
Ｅ２０００等）或いは赤外波長、紫外波長及びＸ線波長等から得られた画像であってもよ
い。また、差分は、第１及び第２画像データ３１，３２の色の濃度と色調とを分離して比
較し、それぞれ検出するようにしてもよい。
【０１１５】
　濃度と色調とを分離する具体例としては、例えば第１及び第２画像データ３１，３２を
Ｌ＊ａ＊ｂ＊データに変換した後、Ｌ値とａ＊ｂ＊値に分離或いは明度、彩度、色相で分
離することが挙げられる。なお、データ比較は、上述したように例えば多値或いは二値の
データ同士で行うようにしてもよい。
【０１１６】
　変更前と変更後の画像の色の検査は、入力機器のプロファイルと出力機器のモニタプロ
ファイルを使って、ＣＩＥＸＹＺ画像やＲＧＢ画像をＬ＊ａ＊ｂ＊変換してＣＭＹＫの網
点％やインキ量を表すデータとして表示してもよい。なお、上記差分検出手段として機能
する差分検出部４を構成するＣＰＵ２１は、第１及び第２画像データ３１，３２の色調に
ついて、ＣＩＥＸＹＺ又はＲＧＢ画像からＬ＊ａ＊ｂ＊値に変換した後に、色差ΔＥやＣ
ＭＹＫ変換して差分を検出するようにしてもよい。
【０１１７】
　差分は、一例として、図４に示すように、例えば第１及び第２画像データ３１，３２に
おける線分Ｓで示す検査画像ライン上に相違点（エラー）Ｅが存在する場合に検出される
。図４に示す画像重合済みの検査結果相違点表示画像データ３３による相違点表示画像に
おいては、線分Ｓの検査画像ライン上に相違点があるので、例えばこの相違点表示箇所（
エラー表示箇所）を視認可能に囲むようにマーキング枠３４が表示されている。
【０１１８】
　差分を検出したら、図７に示すように、例えば複数のしきい値（ＴＨ１～ＴＨｎ）で検
出した第１の差分画像と第２の差分画像の差分を比較する。なお、これら複数のしきい値
は、例えば検査者がマウス１３、キーボード１４、ポインティングデバイス１５等を用い
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た操作入力により、任意に設定・変更することが可能である。或いは基本設定したしきい
値の前後の数段階のしきい値で検査することも可能である。また、前述したように単純し
きい値でも条件しきい値でも活用することが可能である。
【０１１９】
　検査する全体画像の中の一部領域の検査精度を厳しくした検査が必要な場合、例えばル
ビや二次元バーコードなどの部分領域だけを事前に精密な検査箇所として厳しいしきい値
を設定しておくことで、その箇所だけ全体とは異なるしきい値で設定し、複数のしきい値
で同時に一括検査を行うものである。また単に検査画像エリアの分割をして、各分割され
た特に指定した部分に別のしきい値を設定し、その他の未設定部分は標準として登録した
同一のしきい値として、複数のしきい値で検査することも可能である。
【０１２０】
　そして、全体画像を複数のしきい値を設定して得た複数の差分画像同士を比較する場合
、しきい値毎に連続して表示していくと相違点表示箇所数が増減変動する様子がわかる。
この相違点表示箇所が増減するしきい値毎の第１及び第２画像データ３１，３２同士に対
して相違点を検出することができるので、上述のようにこの相違点を相違点表示箇所とし
てマーキング枠３４等により相違点表示画像に枠囲み表示することが可能となる。なお、
図８に示すように、複数のしきい値による差分との比較結果による相違点（エラー）の数
は、例えばしきい値の数値が小さめになる（検査精度が厳しくなる）ほど多くなり、しき
い値の数値が大きくなる（検査精度が緩くなる）ほど少なくなる。前述のように検査をし
ない領域は、しきい値を設定しないか、しきい値を０にする。
【０１２１】
　また、全体画像の部分領域を選択（設定）し、複数のしきい値で同時に一括検査を行い
、二つ又は三つ以上のしきい値による検査結果の相違点表示画像をあおり表示を併用して
見ると、複数のしきい値の中で部分領域画像として最適なしきい値を容易に選択すること
ができる。また同様に、まず基準となる検査物（メディア）の画像の部分領域毎に最適の
しきい値で検査をしたいときは、基準画像と検査画像を同一に分割して、例えば初めに設
定した検査しきい値と併せて強弱数段階のしきい値で一括同時に検査し、分割した部分領
域の画像毎に、一括で強弱数段階の複数のしきい値で検査された検査結果の相違点表示画
像の中からそれぞれ最適な検査結果の相違点表示画像を選択するために、単独で或いは一
覧で表示し、選択し保存する。選択された部分領域のしきい値は、次の検査においてデフ
ォルト値として保存・利用されるとよい。
【０１２２】
　検査する画像の個別の部分領域に対する複数の検査しきい値レベル毎の相違点画像ファ
イルに、相違点の識別色の表示画像をそれぞれレイヤを付加設定して検査結果の相違点表
示画像（以下、「相違点表示画像」と称する。）として保存することができる。また、保
存された検査結果の相違点表示画像は、いつでも各検査しきい値の切替表示と色分け表示
を容易に行うことができる。
【０１２３】
　これで個別の検査のための画像入力の場合でも、印刷機に入力装置を取り付ける等の連
続入力によるインライン自動検査を行った場合などでも、それぞれの複数のしきい値毎の
相違点の個数から最適なしきい値を選択することが容易になる。また併せて前記における
検査結果の相違点表示画像を、比較検査ソフトウェアを持たないＰＣでも、別途開発した
簡易（表示）ビュアソフトウェアをダウンロードして、しきい値による違いを確認可能に
することができる。
【０１２４】
　第１の実施形態に係る画像検査装置１０では、このような複数のしきい値を用いること
に着目し、しきい値毎の相違点表示画像から相違点表示箇所を視認可能にする相違点表示
画像データを生成する。図９に示すように、しきい値毎の相違点表示画像データ４１～４
５は、例えばしきい値に応じた相違点表示箇所を視認可能にマーキング枠３４で相違点表
示画像に表示するものである。
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【０１２５】
　従って、図９に示す例では、しきい値毎の相違点表示画像におけるこのマーキング枠３
４の数や、相違点部分の面積等の表示態様が異なる相違点表示画像データ４１～４５が生
成される。なお、これら生成されたしきい値毎の相違点表示画像データ４１～４５は、例
えばレイヤ構造の検査結果相違点表示画像データ３３として画像メモリ２８やＨＤＤ２９
に保存されてもよい。
【０１２６】
　検査画像を部分領域に分けて、その部分領域毎のしきい値を付け、濃度差と色差や色調
差を、部分領域毎に検査結果の合否表示や○×判定表示する検査結果表示を行う。
【０１２７】
　検査画像内の必要な部分を分割して、分割部分領域毎に指定したしきい値で検査し、分
割した部分画像のしきい値を修正した場合は、その修正したしきい値で保存することがで
きる。以降の検査も変更後のしきい値で検査でき、この分割した部分の位置情報としきい
値を保存・登録して、いつでも呼び出して活用できる。
【０１２８】
　また、画像検査装置１０は、上記のような複数のしきい値とマーキング枠の個数による
差分画像との比較結果に基づいて、例えばしきい値毎に連続して見ていく場合、相違点箇
所数がしきい値を変更する毎に急に増加することがあり、しきい値毎に相違点箇所数が急
増する直前のしきい値を演算する所定のアルゴリズムを用いて限界しきい値として決定し
、この限界しきい値に基づく相違点表示画像データ４４を生成するようにしてもよい。
【０１２９】
　ここで、限界しきい値とは、相違点が検出できる（最適の）しきい値であり、且つ相違
点ではない箇所の微細な相違点を検出しない条件における限界のしきい値のことをいう。
また、それぞれ異なるしきい値の相違点表示画像データ同士（例えば相違点表示画像デー
タ４１と相違点表示画像データ４３）を比較し、この比較結果に基づく相違点表示画像デ
ータを生成するようにしてもよい。
【０１３０】
　更に画像検査装置１０は、例えば比較検査ソフトウェアを用いることによって、生成さ
れたしきい値毎の相違点表示画像データ４１～４５を用いて、各種の画像検査処理を行う
。画像検査処理は、例えば各相違点表示画像データ４１～４５の相違点表示画像をディス
プレイ１２の表示画面上に、相違点表示画像に異なる識別色（赤色、青色、黄色等）を用
いて、相違点表示箇所を視認可能に、二つ以上のしきい値毎の相違点表示画像を交互に或
いは順次切り替え表示するようにしたり、複数の検査しきい値毎の相違点画像をマーキン
グ表示したり、更に相違点画像のマーキング枠のＯＮ／ＯＦＦ表示をしたり、また同時に
あおり表示とマーキング表示を併せて表示したりすることが挙げられる。また更に、識別
色で識別された複数の相違点画像を重畳又は一覧表示したり、マーキング枠のＯＮ／ＯＦ
Ｆ機能が付加された複数の相違点画像を一覧で表示することにより、相違点画像を識別し
易くすると更によい。
【０１３１】
　このように、しきい値を変えて不要な相違点の検出を極限まで少なくし、必要な文字欠
けやゴミ・傷が発見できる最適なしきい値を見出すため、しきい値を上げたり下げたりす
るが、その結果どう変わったかを容易に確認するためには、初めの検査しきい値の相違点
表示箇所のマーキングの状態と、別のしきい値のマーキングの状態を自動で交互に画面を
切り替えて表示したり、或いはポインティングデバイスでワンタッチで交互に画面を切り
替えて表示させたりする必要がある。
【０１３２】
　また、しきい値毎の相違点表示画像データ４１～４５を用いることで、画像検査装置１
０では複数のしきい値で同時に一括して画像検査を行い、適正な検査結果を得ることが可
能となる。これにより、検査者は、例えば図４に示すディスプレイ１２の表示画面上に表
示された検査結果相違点表示画像データ３３の相違点表示画像を見ることによって、容易
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に基準画像及び検査画像間（第１及び第２画像データ３１，３２間）の相違点を検出する
ことができるようになる。従って、誰にでも一回の画像検査で一定レベルの画像検査をミ
スなく容易に行わせることが可能となる。
【０１３３】
　これまで述べてきたのは、基準画像と検査画像の文字や色調等を比較し、その対応する
部分の画像の差分を一つのしきい値により表示する相違点画像と、それをマーキング枠で
囲うように表示するものである。しかし、例えば検査する用紙の薄い汚れや、ビニールな
どの気泡など検査媒体として不適切なものが生じることがある。この場合は、印刷された
部分を検査する第１及び第２のしきい値と、用紙などの媒体素材の部分を検査する第３の
しきい値とが必要になる。更に、例えば色などの検査では赤や青、黄色などの色毎に汚れ
や色の変化を検査確認する必要が生じて、第ｎのしきい値が必要となる場合がある。
【０１３４】
　また、一方、若干違っているにもかかわらず、相違点表示をさせないためのシミュレー
ション検査を可能にするためにも複数のしきい値を活用する。例えば、マーキング枠表示
の数を制限させるためにしきい値を設ける。これは、例えば太さの異なる文字（ゴシック
と明朝体等）や、同じ文字でもデジタル画像とカメラなどから入力した画像との文字の濃
度差がある。これを相違点画像として認識させないように、同一の画像としてシミュレー
ション検査を行うため、例えば濃い濃度の文字に対して高いしきい値を設定すると共に高
い濃度をカットオフして一定以上の濃度の評価をしないことなどして文字の違いによる濃
度差を評価しない検査を可能にすることで対応する。
【０１３５】
　その上で、低い濃度レンジとなったカットインされた評価領域の画像のコントラストを
元に戻す場合、直線的にコントラストを高めてもよいが、中間の階調があまり変化しない
ようにＬｏｇ変換又は二乗変換（ｙ＝ｘ２）等で濃度を変換し、ノイズレベルと検査画像
の濃度差を広げる。これにより、低い方のしきい値を更に高めてノイズを多めに削除して
も相違点画像の検出に影響を与えない検査が可能となる。
【０１３６】
　このように、基準画像と検査画像の文字と色調の差分から生成された相違点画像を枠で
囲うようにマーキング表示するが、このマーキング表示を制限させる別のしきい値を設け
ることで、例えば相違点としてカウントする必要のない相違点画像に対してマーキング枠
が表示されないようにすることができる。また、相違点画像を生成するための検査しきい
値とは別の評価を行うためのしきい値を設定することで、例えば相違点画像の表示がなく
ともゴミや汚れを発見し、マーカー表示させたりすることもできる。
【０１３７】
　なお、例えば相違点表示画像において相違点が存在する相違点表示箇所にマーキング枠
３４が表示されていない場合や、所望としない相違点や必要としない相違点を示す相違点
表示箇所にマーキング枠３４が表示されているような場合には、例えばポインティングデ
バイス１５等を操作することによって、ディスプレイ１２の表示画面上に表示された検査
結果相違点表示画像データ３３の相違点表示画像に相違点表示箇所を示すマーキング枠３
４を追加したり、削除したりすることも可能である。
【０１３８】
　そして、マーキング枠３４を追加する場合には、相違点の表示が必要な部分の画像検査
範囲を指定し、マーキング枠３４を追加することにより、そのマーキング枠３４に対応す
る相違点表示箇所の領域の相違点を検出できるしきい値が自動で得られるよう、画像全体
の中から必要な画像部分領域の差分を自動的にしきい値を補正し抽出・生成することもで
きる。また、反対に、マーキング枠３４を削除した場合には、相違点の表示が不要な部分
の画像検査領域を指定し、マーキング枠３４を削除することで、削除されたマーキング枠
３４に対応する相違点表示箇所の領域の相違点を検出しないマーキング結果が得られるよ
う、自動的にしきい値を補正し画像全体の中から必要な画像部分のマーキング枠３４も削
除させることもできる。このとき、マーキング枠３４の追加や削除の形跡を表示すること



(23) JP 6470567 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

もできるようにする。
【０１３９】
　なお、例えば画像検査が文字を表す画像の第１及び第２画像データにおいて行われる場
合、例えば文字の直し作業で一文字や数文字分の過不足が発生した場合、その後の文字列
が同じであっても、以下全て違っている部分として表示され、実用上、文字検査できない
。このため、画像検査装置１０は、必要な場合に自動的に文字列領域を抽出し、或いはポ
インティングデバイスで過不足文字数分の画像を含む検査範囲を第１及び第２画像データ
として再生成し、画像検査を再度行うようにしてもよい。
【０１４０】
　また、画像検査装置１０は、特定色を重視した画像検査を行うこともできる。特にＹ（
黄色）系の色や１００％のベタ濃度でも目で見ると薄い特色等は、目視でも機器検査でも
画像検査が難しいので、このような場合は下記の濃度値、或いはＬ＊ａ＊ｂ＊として画像
検査を行う。この場合、具体的には、例えばカメラ１６などの入力機器により入力された
画像については、撮像画像からの第１画像データと第２画像データとを画像重合し、ＰＰ
ＦデータやＰＤＦ、１ビットｔｉｆｆ印刷データ等から検査範囲（検査部分）の濃度やＬ
＊ａ＊ｂ＊を検出した上で、前述のＰＰＦデータ等からの濃度データと第２画像データの
濃度データとの差分比較をして、画像検査を行うことで確実な検査ができる。
【０１４１】
　なお、上述した各処理は、例えば画像処理手段、差分検出手段、画像生成手段、画像検
査手段としてのＰＣ１１と、ＣＰＵ２１、メインメモリ２２にインストールや格納された
比較検査ソフトウェア等によって実現される。検査結果相違点表示画像データ３３や各部
分領域毎の相違点表示画像データ４１～４５は検査結果に関するデータに含まれ、これら
表示画像データ３３，４１～４５による相違点表示画像は、例えば所定のＧＵＩ構成で検
査結果を示す文字や数字等を含むデータと共にディスプレイ１２の表示画面上に表示する
ことができる。
【０１４２】
　第１の実施形態に係る画像検査装置１０では、上述したように第１及び第２画像データ
３１，３２を画像重合して差分を検出し、検出された差分に対して設定された複数のしき
い値毎の相違点表示画像データを生成する。そして、これらの相違点表示画像データを用
いて画像検査を行うので、例えば次のような特殊な画像検査を行うこともできる。
【０１４３】
　図１０に示すように、例えばディスプレイ１２の表示画面上に表示された検査結果相違
点表示画像データ３３の相違点表示画像は、複数の検査部分領域１～８に対応する複数の
領域画像に基づく相違点表示画像５１～５８に８つのマトリックス画像に画像分割されて
表示されたものである。上述したように、これら各領域画像は、それぞれ第１及び第２画
像データ３１，３２として処理単位を構成している。従って、各検査部分領域１～８には
、例えばそれぞれ異なるしきい値の相違点表示画像データによる相違点を表すマーキング
枠３４（図示せず）等を表示する相違点表示画像５１～５８を表示することができる。
【０１４４】
　すなわち、図示の例では検査部分領域１，６，７にはしきい値Ａの相違点表示画像デー
タによる相違点表示画像５１，５６，５７を相違点表示箇所をマーキング枠３４により視
認可能に表示し、同様に検査部分領域２，４，５にはしきい値Ｂの相違点表示画像データ
による相違点表示画像５２，５４，５５を、検査部分領域３，８にはしきい値Ｃの相違点
表示画像データによる相違点表示画像５３，５８を表示することができる。
【０１４５】
　各検査部分領域１～８における相違点表示画像５１～５８のマーキング枠３４は、上記
のように例えばしきい値Ａ～Ｃ毎にそれぞれ赤色、青色、黄色等の異なる識別色を付与し
た状態で表示することなどができる。なお、各検査部分領域１～８の位置や範囲は、例え
ばマウス１３、キーボード１４、ポインティングデバイス１５等を用いた操作入力により
、検査者が任意に設定・変更することもできる。
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【０１４６】
　このように、基準画像及び検査画像の二つの画像データ３１，３２の検査結果を示すデ
ィスプレイ１２の表示画面上に表示された検査結果相違点表示画像データ３３による相違
点表示画像には、検査部分領域１～８毎に異なるしきい値Ａ～Ｃに応じた相違点（画像エ
ラーや印刷エラー、修正箇所等を含む）を示す相違点表示箇所が、例えばマーキング枠３
４等により表示される。これにより、検査者はディスプレイ１２の表示画面を見ることに
よって、容易に各検査部分領域１～８における第１及び第２画像データ３１，３２間での
相違点を検出することができる。
【０１４７】
　また、上述したように複数の部分領域画像を処理単位として相違点表示画像データを生
成し画像検査処理を行っているので、検査者が操作入力によって検査部分領域１～８毎の
しきい値を適宜変動させることにより、相違点表示画像５１～５８に表示されるマーキン
グ枠３４等の表示態様を自在に変更させて表示することも可能である。
【０１４８】
　例えば、検査部分領域１のしきい値Ａの検査精度を弱めに変更すれば相違点表示画像５
１上のマーキング枠３４の表示数や表示面積が減ったり、逆にしきい値Ａの検査精度を厳
しく強めに変更すれば相違点表示画像５１上のマーキング枠３４の表示数や表示面積が増
えたりする。このような画像検査を各検査部分領域１～８において自在に行うことができ
る。
【０１４９】
　そして、上述したように第１及び第２画像データ３１，３２の処理単位は分割された部
分領域画像とすることができるので、各検査部分領域１～８内の所望の箇所に更に検査部
分領域１ａ～１ｅを自在に或いはマトリックス分割して設定し、各検査部分領域１ａ～１
ｅにおいてそれぞれ異なるしきい値の相違点表示画像データを用いた画像検査を行うこと
も可能である。
【０１５０】
　図１０には、例えば相違点表示画像５１が表示されていた検査部分領域１内に、更に検
査部分領域１ａ～１ｅが設定されて相違点表示画像６１～６５を含む相違点表示画像５９
が表示された状態が示されている。各検査部分領域１ａ～１ｅにもそれぞれ異なるしきい
値の相違点表示画像データによる相違点を表すマーキング枠３４等を表示することができ
る。
【０１５１】
　図示の例では、検査部分領域１ａには色しきい値Ｂの数値及び濃度しきい値Ｂの数値の
相違点表示画像データによる相違点表示画像６１を、相違点表示箇所をマーキング枠３４
により視認可能に表示し、同様に検査部分領域１ｂには色しきい値Ａの数値及び濃度しき
い値Ｂの数値の相違点表示画像データによる相違点表示画像６２を、検査部分領域１ｃに
は色しきい値Ｃの数値及び濃度しきい値Ｂの数値の相違点表示画像データによる相違点表
示画像６３を、検査部分領域１ｄには色しきい値Ｂの数値及び濃度しきい値Ａの数値の相
違点表示画像データによる相違点表示画像６４を、検査部分領域１ｅには色しきい値Ｂの
数値及び濃度しきい値Ａの数値の相違点表示画像データによる相違点表示画像６５を表示
することができる。このようにしても、容易に基準画像及び検査画像間の相違点を検出す
ることができるようになる。
【０１５２】
　なお、画像検査装置１０では、基準画像及び検査画像は、上述したように全体や部分を
表す画像であっても、部分画像を更に分割した小さな狭い領域画像であっても、対応付け
られた部分画像であっても第１及び第２画像データとして取り扱うことが可能である。従
って、ＨＤＤ２９内に各種の検査前の基準画像を表す画像データ格納しておき、検査対象
としての一つの画像を表す画像データを基に、ＨＤＤ２９内の多くの画像の中から被検査
対象となる画像を表す画像データを自動的に検索及び抽出し、第１及び第２画像データと
して処理を行うこともできる。
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【０１５３】
　具体的には、例えば検査対象として文字、図形、絵柄等の画像を表す画像データをＰＣ
１１に入力すると、入力された画像データに基づく画像が第１画像データとして生成され
る。そして、この入力された画像データに基づく画像と検査対応する同一形状の文字、図
形、絵柄等の被検査対象となる画像を表す画像データを自動的に画像検索し、或いは予め
対応したジョブ名等で紐付けされた画像データを検索して抽出し、この画像データに基づ
く画像を第２画像データとして生成した上で、これらの第１及び第２画像データを画像重
合処理等して画像検査する。
【０１５４】
　画像検索については、例えば印刷物を検査する媒体の文字列や図形・画像の部分を選択
すると、比較する媒体画像の文字列や写真画像などから類似画像をジョブデータコマンド
や、直接画像検索処理技術で自動抽出し、差分を検査し、表示する。画像検索処理は、Ｐ
Ｃや携帯情報端末機器を介して撮影した画像の固有の情報（画像や映像の色情報、映像内
オブジェクトの形状などの映像が持っている固有の特徴）、或いは画像データをハッシュ
化したものを検索して抽出してもよい。また類似又は同じオブジェクトを格納している映
像や情報を検索する技術を使用する。ＨＰ・電子ブック、電子チラシ、電子新聞などの電
子化された画像においても同様に検索する。
【０１５５】
　印刷中でのインライン検査を行う場合は、校了紙や検査済みのＯＫシート又は印刷物の
基画像であるＰＤＦやＪＰＥＧ、ＴＩＦＦなどの画像を基準画像とし、それらに対して印
刷中の検査画像を連続して入力し、重合して比較できるようにする方式が用いられる。イ
ンライン検査の場合は複数のしきい値で多重に設定して、複数の検査結果をリアルタイム
でモニタ画面に表示させて、検査設定条件において自動的判断、或いはモニタ画面に異常
を表示させて検査者（印刷オペレータ）に判断を仰ぐ表示をしてもよい。
【０１５６】
　自動連続バッチ処理検査を行う場合は、検査対応する同じジョブ名同士のジョブ番号順
などで連続しているジョブ名に、例えば基準画像をＡ画像としてジョブ名にＡを付加し、
検査画像をＢ画像としてジョブ名にＢを付加し、一つの画像として或いは各ページ毎の画
像として、或いは更に各ページの部分領域毎の画像にそれぞれ複数の検査基準のしきい値
設定を行い、自動バッチ処理で連続検査を行う。この場合、例えば複数の検査しきい値を
±１等のしきい値で多重に設定してもよい。
【０１５７】
　その際、バッチの前処理として印刷機でのページ面付けされた入力画像を面付けレイア
ウト情報に基づき、それぞれ各単ページに分割し１ページ単位の分割画像をスタック状態
に分割ページ画像を並べて同じファイルに保存しておき、また基準画像と検査画像を同じ
フォルダに保存して、１ページ単位で自動連続バッチ処理で比較検査が行えるようにして
もよい。
【０１５８】
　この場合、基準画像は一つの検査中は同じ画像を使用するが、検査画像は印刷状況の変
動により、印刷濃度や汚れ、文字欠けなどが生じた場合に画像が変化することもあるため
、基準画像は元画像として保存し、保存した元画像を基準画像として用いて検査画像とリ
アルタイムで画像重合を行うことで、常に正確な画像の比較検査が行えるようにする。ま
た、しきい値は最適と思われる前後のしきい値のものも同時に取得して、その中から選択
するとなおよい。続いて、以下に運用事例を記す。
【０１５９】
　検査作業の効率を高めるためには、対応するジョブ単位で複数連続して自動で処理する
必要がある。しかし、比較する基準画像と検査画像の双方が単ページではなく、他方が（
印刷用紙の折りを考慮した）ページ面付けされた状態の画像であったり、もう一方も単ペ
ージではなく見開き状態で面付けされていたりする場合がある。
【０１６０】
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　その工程は、（１）面付けページを単ページに分割する工程を含む。分割の際は、（２
）ページの周囲の不要な画像（印刷物としては使われない裁ち落としされる部分）を削除
するためのトリミング工程も必要である。この工程を自動で行うためには、各ページに断
ちトンボの設定があるとなおよい。更に、（３）分割方法の設定を行う。例えば、左右２
分割、上下分割、上下２分割と左右４分割、折りが「天（上部）合わせ」なのか「地（下
部）合わせ」なのか、そして開始ページの指定や、何折り目なのか等の指示入力が必要で
ある。
【０１６１】
　更に、（４）自動重合を行う場合、基準画像又は検査画像のどちらかを基準にして、フ
ァイル名又はサムネイル画像から自動検索を行ってペア画像とする。もし、一方がＤＴＰ
ソフトウェアで作成されたデジタル画像で、他方がスキャナやカメラで入力した画像など
の場合、両画像の濃度に違いが生じる。濃度に違いがある場合は後述する画像面測色機能
で測色して網点面積率（％）に変換し、一方のデータの中間調の濃度を他方と同じになる
ようにデータの階調補正を行うことで、（５）両方の画像の色調差のために画像の相違が
発生しないようにしておく必要がある。
【０１６２】
　更に、検査する画像を（６）縦横の格子状のマトリックスに分割して画像重合を行う。
また、入力機器のレンズやセンサ素子などの原因による細かな文字や線のボケ具合（不鮮
明度の具合（ｌｅｖｅｌ　ｏｆ　ｕｎｓｈａｒｐｎｅｓｓ））の違いや線の太さの違いが
あると、文字や線の画像部分の検査画像濃度が違って見える。このような場合も、ボケ部
分画像の濃度補正処理により画像濃度や文字や線のボケによる太さを合わせることで、文
字や線の違いを正確に検査できるようにする。このような工程を経て、画像補正の後で、
比較検査を行うことでより正確なオフライン画像検査や連続画像検査を行うことが可能で
ある。
【０１６３】
　印刷絵柄面（ａｒｅａ　ｏｆ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｉｍａｇｅ）の画像をマトリックス分
割して、マトリックス部分（セル）単位での画像面測色（ｃｏｌｏｒ　ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　ｏｆ　ｉｍａｇｅ　ａｒｅａ）により検査する二つの画像の色の階調の違いを検
出するための二つの方法がある。第一の方法は、絵柄全体を例えば１０ｍｍ各のマトリッ
クス状のセルに分割して、周辺に隣接するセルへの色の影響を排除し、正確に測色するた
めに、分割された各セル部分領域の中心を基準に設定した面積率（例えば、６０％）で各
セル部分領域内を更に細かく分割して測色する。例えば、色として認識可能な１ｍｍから
３ｍｍ程度（自由に設定可能）の読取アパーチャサイズ単位でセル部分領域内の色差値を
算出する。このとき、セル部分領域内のアパーチャ毎に算出したＲＧＢ値からＬ＊ａ＊ｂ
＊値に変換し、全てのマトリックス分割されたセルの領域内のアパーチャサイズ単位のＬ
＊ａ＊ｂ＊値を加算集計した色差をアパーチャ数で割り平均化し、ＣＭＹＫ％を算出して
色評価してもよい。
【０１６４】
　また、第二の方法は、モニタ画面を見ながら絵柄面の中の任意の特定箇所を例えば１ｍ
ｍから３ｍｍ角程度のスポット領域をポインティングデバイスで選択し、測色するもので
ある。例えばこの場合は、モニタ画面を見ながら予め中間調及びベタ（網点１００％）部
となる絵柄部分をグレー部や肌色、単色（Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ）や、二次色（Ｒ、Ｇ、Ｂ）に
近い部分の色の平網部やグラデーション部又は絵柄部の各色を測色することで、基準画像
と検査画像の差分値が算出され、画像階調全域の違いを自動分析することで、各階調に対
する補正値を算出する。
【０１６５】
　前述の二つの方法のどちらかを用い色調（ｔｏｎａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｌｏ
ｒ）を比較分析した結果を用いて、画像全体の階調の違いから階調の補正方法が算出され
るため、同じジョブの色再現を自動的に補正することが可能となり、文字検査エラーをな
くすことが可能である。もし、画像の中の写真やイラスト、図形などの絵柄領域と、文字
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領域とで階調再現に大きな違いが生じた場合や、階調補正の濃度や色調の違いの方向が逆
の場合は、補正領域を個別に分けて異なる濃度や色調の補正を行ってもよい。一方、色検
査を行う場合は、色調差を検出する必要があるため、濃度階調や色調の補正を行う前の画
像同士を比較することで、色検査精度を保つことができる。
【０１６６】
　一片の画像部分（一丁）を基準画像とし、比較する一片の同じ画像が多丁付けにレイア
ウトされた検査画像とで同じかどうかを判定する自動検査を行う場合、基準画像の一丁画
像を一時的にメモリから呼び出して多丁付けにレイアウトされた画像を一丁（ｓｉｎｇｌ
ｅ　ｉｍａｇｅ）ずつ画像重合と比較検査を連続して行う。また、入れ子（食い込み）多
丁（ｓｔｅｐ　ａｎｄ　ｒｅｐｅａｔ）付けされた画像からなる場合も同様に、基準画像
の一丁画像を食い込みの画像の切り出しにより抽出して、基準画像の一丁画像を一時的に
メモリから呼び出して検査画像の多丁付け画像の同位置毎に画像重合と比較検査を連続し
て行う。
【０１６７】
　この際、基準画像と検査画像の向きと大きさが異なれば、重合処理の段階で画像回転、
リサイズ処理を行い、一丁ずつ順次連続して全ての画像重合を行う。検査画像の向きと拡
大率、画像位置の差が明確な場合は、事前に重合する画像の特徴点と移動距離及び画像の
向き（回転方向や角度）と拡大縮小率（％）のパラメータ指示を、基準画像或いは検査画
像に与えて、多丁付けされた各画像の順番に画像重合と比較検査を行う。明確な画像特徴
点が２点以上ある場合は、その箇所を指定して重合させてもよい。勿論、これらの画像重
合を自動特徴点抽出を行って、全ての作業を自動で行ってもよい。また、前述の一丁画像
（ｓｉｎｇｌｅ　ｉｍａｇｅ）を多丁（ｓｔｅｐ　ａｎｄ　ｒｅｐｅａｔ）画像の配列に
合わせて対象画像を貼り付けて、基本画像を多丁画像として、検査画像の多丁画像と画像
重合を行い、検査してもよい。
【０１６８】
　また、ギャンギング（ｇａｎｇ　ｊｏｂ）といわれる、異なる複数の印刷ジョブを一つ
の印刷版の中に付け合わせを行ったり多丁付けを行って、印刷の刷版に画像をレーザで書
き込んで印刷する手法がある。これは、複数の印刷作業を一括して行うと共に無駄な紙の
余白を少なくし、時間とコスト削減を図る手法である。
【０１６９】
　ギャンギング多丁割り付け（以下、単に「ギャンギング」という。）の場合の印刷物検
査作業においては、印刷する一つの版を複数の顧客のジョブで構成する場合が多い。そこ
で、ギャンギングの版単位で検査する画像を入力し、一つのファイルに保存することが望
ましい。また、一つの版にはバラバラの単ページの配列の場合もあるため、それぞれの印
刷データを個別に画像入力した後、基準画像と検査画像の配置順番を同一に対応させて、
自動又はポインティングデバイスで検査する画像を配置移動し、画像重合と比較検査処理
を連続で同時に行う。ギャンギング画像検査においては、基準画像もギャンギング配列と
同じ配列で一つの検査画像とすることで、例えば印刷中のインライン検査にも適用するこ
とができる。
【０１７０】
　前述したように、ギャンギングによる複数ジョブの多丁付けでは、複数ジョブの基準画
像と、更に複数ジョブの各ジョブ毎に一丁付け或いは多丁付けにした検査画像とを検査す
る必要がある。例えば、カード印刷物の１５種類のジョブがそれぞれ１５枚の基準画像と
して、一方、１５枚の各ジョブ毎に同一ジョブが多丁付けされ、合計１５種の画像が４０
面にギャンギングされているとする。この場合、複数の基準画像の一つと対応する検査画
像が一丁或いは多丁付けされた画像を自動的に検索し、重合して検査を行う。また、連続
して次の基準画像の一つと対応する検査画像が一丁或いは多丁付けされた画像を自動的に
検索し、重合して検査を行い、以後最後の基準画像と検査画像の検査が行われるまでこれ
を繰り返す。また、後述する検査作業情報シートで予めジョブコマンドを指示することで
、顧客毎の異なるジョブを多丁付けして印刷した場合でも、容易に検査しきい値などの指
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定を変えることができる。また、顧客毎に個別の検査結果レポートを出力し、適切な担当
者に検査結果を伝達することもできる。
【０１７１】
　また、前述の基準画像を検査画像と同一配列に多丁付けして、画像重合し検査してもよ
い。更に、前述したギャンギング検査に対応する基準画像と、一丁或いは多丁付けされた
検査画像を自動的に検索し画像配列するために、基準画像とする個別のジョブ画像毎に単
ページ画像又は多丁に面付けされた画像毎の位置情報を取得することで、検査位置を自動
指定して多丁付け画像として、画像重合と検査を行うことができる。
【０１７２】
　以上のように、第１の実施形態に係る画像検査装置１０は、例えば検査人が、外国語の
文字や図形であっても、またその内容を理解できなかった場合でも、基準画像と検査画像
として比較し差分を検出するために、簡便に正確に検査が行えるという利便性を有する。
また、画像からＯＣＲ（ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｈａｒａｃｔｅｒ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ
）などの手段でテキストを抽出して、テキストデータ同士の検査も行うとよい。
【０１７３】
［第２の実施形態］
　図１１は、本発明の第２の実施形態に係る画像検査装置における画像検査を説明するた
めの図である。第２の実施形態に係る画像検査装置は、第１の実施形態に係る画像検査装
置１０と同様の構成及び機能で実現することができる。この第２の実施形態においては、
次のような画像検査を行うことができる。
【０１７４】
　第２の実施形態は、入力されてモニタ画面上に表示されている第１及び第２画像データ
の基準画像と検査画像が同じ内容であっても部分領域が異なるレイアウトで構成されてい
る場合に関する。また、ページ面付けされた多ページ画像と対応する個別のページ画像に
おいて、或いは前述のギャンギング画像との比較検査においても、同様の技術を用いて検
査する。以下、部分領域画像での説明を行う。
【０１７５】
　異なるレイアウトで構成されているが、基準画像の部分領域画像に対応する検査画像の
部分領域画像７１～７３を、相互に関連付けて画像重合処理を行う。例えば画像検査用の
コマンドＣＭＭ１をＭ１部分領域画像、ＣＭＭ２をＭ２部分領域画像、ＣＭＭｎをＭｎ部
分領域画像として紐付けし関連付ける。そして、関連付けた部分領域画像毎に第１及び第
２画像データとして画像重合処理し、以降の処理を行う。
【０１７６】
　前述のように、コンテンツ要素は同じであるが、レイアウトが異なる基準画像及び検査
画像の場合の検査において、第１及び第２画像データにおける対応する文字や写真や図な
どの各種部分領域画像７１，７２，７３のコンテンツ要素同士を比較するときは、画像重
合のために例えば基準画像内の対応比較する各部分をポインティングデバイスで領域囲み
し、検査画像の対応する領域部分を自動で画像検索したり、基準画像の領域枠囲みの枠を
抽出複製して、検査画像の対応する部分領域に枠囲みで指定し、紐付けをする。このとき
、ポインティングデバイスでその各種部分領域を枠で囲み、関連付けるためにジョブ名と
部分領域の枝番号名で紐付けをして、部分領域レイアウト毎に対応付けて枠で囲まれた画
像と検査を行う。また、検査画像と併せて部分領域の位置情報を付加してもよい。検査結
果はそれぞれ基準画像及び検査画像のどちらかを自在に画面表示できる。
【０１７７】
　すなわち、また基準画像の検査箇所をポインティングデバイスで範囲指定するとき、そ
の範囲を表す枠を基準画像で指定した枠をコピーして、検査画像の同じ検査領域にコピー
することで、二つの領域画像を同サイズ枠での部分領域とすることができ、自動重合を行
い差分の比較検査を行うことができる。
【０１７８】
　また、基準画像の検査箇所をポインティングデバイスで範囲指定するとき、検査画像の
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同じ検査領域の画像サイズや指定領域内の画像位置が異なるときは、サイズや位置を補正
して自動的に重合して差分の比較検査を行うことができる。
【０１７９】
　これで、図１１に示すように、基準画像及び検査画像において、例えば画像検査用に付
されたコマンドＣＭＭ１からＣＭＭｎが、レイアウトが異なる同じデザイン要素で構成さ
れている部分領域画像同士を対応付けすることで画像を比較検査することができる。
【０１８０】
　なお、画像重合後は、各画像検査用のコマンドＣＭＭ１～ＣＭＭｎと抽出及び関連付け
られた各部分領域画像７１～７３を構成する全体レイアウト画像に情報を付加して、ＨＤ
Ｄ２９内に格納する。このようにすれば、基準媒体３０Ａや検査媒体３０Ｂ上の異なるデ
ザインのレイアウト構成における基準画像と検査画像のそれぞれの部分領域画像７１～７
３を、自動的に抽出して上述したような画像検査を行うことが可能になる。
【０１８１】
　また、後述する検査作業情報シートで、異なるデザインのレイアウト構成における検査
を行う場合、ジョブコマンドでジョブ名の後に例えば＃と＃の間に、関連付けるためのジ
ョブ名と部分領域の枝番号名を書き込み、紐付けをして関連付けを登録し、検査作業情報
シートのコマンドから自動検査を行う。また、ジョブ単位にレイアウトテンプレートとし
て複数保存して再活用するとよい。
【０１８２】
　ＨＤＤ２９内には、基準画像及び検査画像を構成する文字や写真など各種の部分領域画
像７１，７２，７３が、第１及び第２レイアウトテンプレート３６，３７のレイアウト枠
に対応付けられてそれぞれ格納されている。ＣＰＵ２１は、画像検索イメージをパターン
マッチング手法での画像重合処理等により画像の抽出及び関連付けをして、画像重合処理
し、以降の処理を行うこともできる。ＣＰＵ２１は、コマンドＣＭＭ１に基づいて、レイ
アウト領域８１の部分領域画像７１をＨＤＤ２９から抽出し、この部分領域画像７１が表
示されている第２レイアウトテンプレート３７のレイアウト領域８４を抽出して部分領域
画像７１に関連付ける。そして、関連付けた部分領域画像７１同士を第１及び第２画像デ
ータとして画像重合し、以降の処理を行う。
【０１８３】
　同様に、画像検査用のコマンドＣＭＭ２についても、レイアウト領域８２の部分領域画
像７２をＨＤＤ２９から抽出し、この部分領域画像７２が表示されている第２レイアウト
テンプレート３７内のレイアウト領域８５を抽出して部分領域画像７２に関連付ける。
【０１８４】
　第１レイアウトテンプレート３６のレイアウト領域８３の部分領域画像７３を抽出して
第２レイアウトテンプレート３７のレイアウト領域８６に関連付ける。なお、画像重合後
は、各画像検査用のコマンドＣＭＭ１～ＣＭＭｎと抽出及び関連付けられた各部分領域画
像７１～７３とを紐付けて（関連付けて）ＨＤＤ２９内に格納する。
【０１８５】
　このようにすれば、基準媒体３０Ａや検査媒体３０Ｂ上の異なるデザインのレイアウト
構成における基準画像と検査画像のそれぞれの部分領域画像７１～７３に対して、適正な
しきい値を自動的に抽出することができ、以降は同じしきい値で画像検査を行ってもよい
。
【０１８６】
　更に、印刷物と関連して作成するホームページや電子ブック、電子チラシ、電子新聞な
どの電子化されたコンテンツ画像において、データベース（ＤＢ）から元のレイアウトと
、変更された異なるレイアウトテンプレートに、テキストや画像を流し込みレイアウトさ
れた組版データにそれぞれ、元のレイアウトと変更されたレイアウト間での、対応する文
字や図形・画像を設定コマンドで自動認識し、或いは紐付けて、差分を検査し、表示する
。
【０１８７】
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　その一例としては、組版用のテキストや図形・画像等に、ＴＥＸＴ０１やＰＩＣＴ０１
などの検索用タグを付けて保存し、ＤＴＰやＨＴＭＬやＸＭＬ、ＶＭＬ等の組版テンプレ
ートから呼び出してレイアウトを行うことが挙げられる。検査用タグはデザインが変更さ
れても有効に移動するので、デザイン修正前後の検査や全く異なるデザイン間での検査が
実現できる。
【０１８８】
［第３の実施形態］
　図１２は、本発明の第３の実施形態に係る画像検査装置の検査作業情報シートの構成内
容について説明するための図、図１３は検査作業情報シートを用いた検査フロー図である
。また、図１４は、検査作業情報シートの検査結果レポートにおける色評価画面を表す図
、図１５は検査結果レポートの検査評価レポートの裏ページを示す図、図１６は検査結果
レポートの検査評価レポートの表ページを示す図である。第３の実施形態に係る画像検査
装置は、第１及び第２の実施形態に係る画像検査装置１０と同様の構成及び機能で実現す
ることができる。この第３の実施形態においては、画像検査は、図１２に示すような検査
作業情報シート４９に基づき行われる。なお、検査作業情報シートとは、印刷業務の作業
をコマンド及びテキスト、画像、映像、音声で、必要工程の作業者や機器に指示を行うた
めの情報電子伝票である。
【０１８９】
　より速くより正確で便利な印刷ワークフローを構築するためには、ネットワーク回線を
活用したデジタルワークフローを活用する。そのために印刷物の制作製造過程における社
内及び顧客へのより確実で有効な業務コミュニケーションを実現し、印刷物等の校正から
納品時検査までの一貫した品質管理を行うためのデジタルネットワークフローを実現する
。このために受注ジョブ毎にデジタルの検査作業情報シートを使う。
【０１９０】
　検査作業情報シート４９は、図１２に示すように、（１）ジョブ情報シート、（２）基
準画像・検査画像、（３）検査指示書、（４）検査結果レポート、（５）修正指示書、（
６）修正終了レポート、（７）検査修正履歴（ログ）、（８）顧客提出用レポート、（９
）ジョブ進捗管理レポート、及び（１０）音声・映像連絡情報システムで構成されている
。また、検査作業情報シート４９は、検査ジョブの（Ａ）伝票機能、（Ｂ）進捗情報管理
機能、（Ｃ）検査結果表示機能、（Ｄ）修正コマンド機能、及び（Ｅ）連絡機能を持つも
のである。以下、検査作業情報シート４９の機能を述べる。
【０１９１】
　検査作業情報シート４９の第１の機能には、画像入力装置で入力した検査用の画像の第
１画像データと第２画像データとにジョブ指示コマンドを付けて、同一或いは別々のＰＣ
から同一の検査用サーバに送信し、前記基準画像及び検査画像を記憶する記憶手段で記憶
する。検査場所では、以下ジョブ指示コマンドにより画像検査装置で記憶された検査用サ
ーバから前記第１画像データと前記第２画像データの少なくとも一部を基準画像及び検査
画像として呼び出して、少なくとも対応する画像の一部を画素レベルで対応させて画像重
合処理を行う。また、更に前記画像重合された第１及び第２画像データを比較して両画像
データ間での差分を検出する。その際、前記しきい値と前記差分とを比較して前記しきい
値での相違点表示画像データを生成し、生成されたしきい値の相違点表示画像データを用
いて画像検査処理を行うことが含まれる。
【０１９２】
　検査作業情報シート４９の第２の機能には、検査指示情報をジョブ指示コマンドとして
、前記入力画像の画像重合の前或いは後に基準画像及び検査画像を分割し、基準画像の少
なくとも一部及び検査画像の少なくとも一部を第１及び第２画像データとして複数のしき
い値で検査を行うことが含まれる。
【０１９３】
　検査作業情報シート４９の第３の機能には、検査指示情報をジョブ指示コマンドとして
発生させ、記憶された基準画像及び検査画像を、ジョブ指示コマンドに基づいて抽出及び
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関連付けて、これら関連付けた画像を第１及び第２画像データとして画像重合する機能が
含まれる。
【０１９４】
　検査作業情報シート４９の第４の機能には、検査作業情報シート４９の修正ジョブ指示
コマンドに基づいて、指示されたＰＣの指定とモニタ表示に必要な修正データと修正指示
のコマンドとを含めた情報を生成し、或いは作成し、必要なときはサーバ保存し、或いは
クライアントＰＣに送信・表示することが含まれる。
【０１９５】
　検査作業情報シート４９の第５の機能には、画像相違点検査結果の検査評価情報に基づ
いて、検査済みの画像の修正表示箇所を、ジョブ指示コマンドに基づいて修正（領域）箇
所に対応するコンテンツの（領域）箇所を、例えばＤＴＰアプリケーションソフトウェア
のプラグインソフトウェア等で修正可能にするための自動制御コマンドや手動修正の連絡
コメント情報を付加して、色やテキストや写真・図形等の変更・削除・追加をしたり、位
置変更を自動修正或いは手動で修正したりすることが含まれる。
【０１９６】
　検査作業情報シート４９の第６の機能には、修正前の画像と修正された画像を検査作業
情報シート４９の修正ジョブ指示コマンドに基づいて、修正済み画像が指示コマンド通り
に修正されたかの再確認チェックを行い、その結果を表示することが含まれる。
【０１９７】
　検査作業情報シート４９の第７の機能には、検査作業情報シート４９のジョブ指示コマ
ンドに基づいて、ジョブ毎及び検査指定領域毎の、検査結果を検査結果証として自動作成
することが含まれる。また、検査結果証には、検査内容により例えば「再検査」或いは「
検査済み」の印を付ける。
【０１９８】
　検査作業情報シート４９の第８の機能には、ジョブ指示コマンドに基づいて、ＰＣの画
像検査処理のジョブ名、検査場所、検査人、検査内容と検査開始日時分と検査終了日時分
などのログ情報を発生させて、ジョブ毎の検査進捗情報として検査情報サーバに送信し、
各端末装置で表示することが含まれる。
【０１９９】
　前述したように、ギャンギング画像検査を行う場合は、基準画像としてギャンギングし
た複数のジョブ画像を用意する。また、複数の検査画像はジョブ毎に、同一ジョブ画像が
一丁（単丁）或いは多丁付けされている。このため、検査作業情報シート４９で基準画像
とする個別のジョブ画像毎に、検査画像としてギャンギングされた単ページ画像又は多丁
付け画像毎の位置情報を取得し、これをもとに検査作業情報シート４９でコマンドが作成
される。或いはこれら全てのジョブの基準画像と検査画像の紐付けを行っておくことで、
画像重合と検査を自動で行うことができる。また、或いは全てのジョブの基準画像と検査
画像の文字や絵柄や図形などの画像内容の指定と、多丁付けされている検査画像のリピー
ト個数の指示と、自動検索指示を検査作業情報シート４９でコマンド指示しておくだけで
、自動的に基準画像と検査画像の紐付けが行われ、ギャンギングされた全ての基準画像と
検査画像の画像重合と検査を自動的に実行してもよい。また、検査作業情報シート４９で
のコマンドには検査箇所や検査精度をはじめ検査に必要な全ての内容の指示情報を入力し
ておくことが可能である。
【０２００】
　このように構成された検査作業情報シート４９を用いた、図１３に示すような基本的な
検査と修正作業の一連の流れは、次のようになる。まず、（１）検査作業情報シート４９
に対するジョブ情報やジョブ指示コマンドの入力が行われる（ステップＳ１００）。入力
されるジョブ情報は、専用の印刷業務管理システムやＭＩＳ（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：経営情報管理システム）からのジョブデータと作
業指示を行う電子伝票から、検査作業のＰＣの画面を選択して、検査作業情報シート４９
に必要な情報を取得する。取得される情報は、例えば営業担当者、顧客情報（会社名、担



(32) JP 6470567 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

当者名と部署や役職）、受注ジョブに関する情報（ジョブ名、受注日、納品予定日時、入
稿データ、入稿物（色見本など）、仕上り寸法、インキ色数、印刷部数、用紙の種類、ペ
ージ数、表面加工、折り方法、綴じ方法）等の情報である。検査作業者は、検査者名、検
査ジョブ名を選択する。
【０２０１】
　次に、検査日時、検査場所、検査作業工程を選択すると共に、（２）基準画像・検査画
像を選択し（ステップＳ１０２）、（３）検査指示書を選択して（ステップＳ１０４）、
実際に検査を行う。基準画像・検査画像の選択は、例えばＰＤＦ又は印刷物をカメラやス
キャナでデジタル入力した画像を選択して検査作業情報シート４９の画像ファイルに保存
することにより行われる。また、検査指示の中には社内や顧客との校正情報を含む。
【０２０２】
　検査指示書には、検査物或いは検査用デジタルデータの検査エリアを特定する別レイヤ
が用意され、検査エリアにはジョブ指示コマンドに基づき検査指示コマンドがリンクされ
ている。また、検査指示書には、前述の検査指示コマンドと共に、検査指示コメントが書
き込まれている。検査を行う場合は、比較検査ソフトウェアで、選択された（２）の基準
画像と検査画像とを画像重合し、その上で（３）の検査指示書が別レイヤで書き込まれた
しきい値で検査精度の強弱を決定する検査指示コマンドに基づき比較検査が行われる。ま
た、ポインティングデバイスを用いて手動で或いは自動で検査内容を指定することができ
る。
【０２０３】
　こうして検査が行われたら、（４）検査結果レポートが出力される（ステップＳ１０６
）。検査結果レポートには、検査画像とは別のレイヤに分けられ、（２）の基準画像と検
査画像との差分を表すマーカー枠で検査結果が表示される。その内容には、検査ジョブ情
報に加え、検査日時、検査部署、検査者、差分検知箇所と検査エラー箇所を特定する検査
場所の番号及び差分検知箇所と検査エラーの内容、検査エリアとしきい値と検査結果など
が記載される。
【０２０４】
　検査結果レポートにおいて、検査がＮＧとされると、（５）修正指示書が出力される（
ステップＳ１０８）。修正指示書は、（ａ）内校直し指示と（ｂ）顧客校正直し・変更指
示とが含まれる。もし、検査結果レポートに検査エラー（検査不合格印）が記録されてい
る場合、（３）の検査指示書の検査指示欄に従って検査箇所の文字や色を確認し、不良箇
所があれば（４）の検査結果レポートの修正指示欄又は検査画像とは別レイヤに、修正箇
所と修正内容（ドットゲイン補正量、絵柄の階調補正方法やＣＭＹＫ各版の網点％による
補正量、Ｌ＊ａ＊ｂ＊の数値差分や色差ΔＥ等）を、テキスト文や自動補正のための指示
コマンドで記載し、前工程のプリプレス部門のＣＴＰ出力への指示を自動又は手動で行う
。
【０２０５】
　また、前述の修正指示の内容を連携するＤＴＰアプリケーションソフトウェア及び別に
開発したプラグインソフトウェアを立ち上げて、検査作業情報シート４９の修正指示コマ
ンドに基づき手動及び自動修正を行う。一方、自動処理ができないような修正に関しては
、修正指示テキストの内容に従いポインティングデバイスで手動修正を行う。
【０２０６】
　そして、検査前の（２）の基準画像と自動・手動修正後の検査画像とを画像検査装置で
画像重合・比較検査し、両画像に差分がなくなれば（６）修正終了レポートが出力される
（ステップＳ１１０）。例えば、一部でも未修正の部分があるときは、ステップＳ１０８
に戻って修正指示書に自動表記され、修正が行われる。
【０２０７】
　修正に際しては、（７）検査修正履歴（ログ）が出力される（ステップＳ１１２）。検
査修正履歴には、検査や修正作業をいつ、どの工程で、誰が、何回行ったか、作業完了な
のか或いは校了なのかをジョブ指示コマンドに基づき自動的にログとして検査作業情報シ
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ート４９のファイルに或いは別の記憶ファイルにリンク付けして書き出す。また、（８）
顧客提出用レポートが出力される（ステップＳ１１４）。顧客提出用レポートには、最終
の（４）の検査結果レポート内の一部の情報が反映されており、顧客に提出される。顧客
提出用レポートが責了／ＮＧである場合は、ステップＳ１０８の（５）修正指示書に記載
され、修正作業が再開される。
【０２０８】
　最後に、ジョブ指示コマンドに基づき（９）ジョブ進捗管理レポートが出力される（ス
テップＳ１１６）。ジョブ進捗管理レポートにより、検査用画像フォルダの確認から、検
査画像に初校から最終校正までの進捗管理表が自動作成される。これらの情報は、進捗管
理システム等に伝達されることで、各ジョブが作業工程のどの程度まで処理が完了したか
を確認するために用いられる。
【０２０９】
　また、業務管理システムやＭＩＳに伝達されることで、文字修正回数や、画像の色修正
回数から、また印刷の色調整回数や、印刷時間や、コスト管理や、電力や、使用インキの
種類や、二酸化炭素削減効果などから、デザイン部門、プリプレス部門、印刷工場部門で
運用効果改善の視える化を可能にする。また、校了となったら、作業ミスによる画像の相
違点と印刷発注者による入稿後の修正変更を種分けし、作業コストの原因がどちらにある
かで、コストを工場になるか営業になるかの振り分けを行いＭＩＳ等に伝達する。
【０２１０】
　次に、検査作業情報シート４９に含まれる重要な検査指示方法と検査作業から種々の業
務管理レポートを出力する仕組みとその効果について説明を行う。まず、（３）検査指示
書について説明する。（３）の検査指示書の検査指示は、顧客が特に重要とする文字や画
像など検査確認すべき重要な箇所を記録し、各工程の作業者が仕上りを（自動）検査する
際や検査結果を確認する際の重要確認ポイントと検査精度のレベル等のしきい値を指示す
るものである。具体的には、次のような指示が行われる。
【０２１１】
　画像検査システムや画像検査装置１０で使用するＰＣ１１と比較検査ソフトウェアを立
ち上げ、第１及び第２画像データ３１，３２を画像重合し、しきい値などの検査画像とは
別レイヤに記録された検査コマンドで比較検査を行う。また、ポインティングデバイスを
使って手動でも検査内容の指定が可能である。
【０２１２】
　検査結果は、図１５に示すように、例えば（４）の検査結果レポートの検査評価レポー
トの裏ページ７０に、第１及び第２画像データ３１，３２を画像重合と差分検査した結果
生成された検査結果相違点表示画像データ３３の相違点表示画像におけるマーキング枠３
４によって表示され、色の違いは異なる色の枠７１で表示される。なお、検査結果は、検
査作業情報シート４９の例えば裏ページ又は２ページ目や、検査結果レポートの２ページ
目などに表示されてもよい。
【０２１３】
　また、図１６に示すように、例えば検査結果レポートの表ページ７２に、各検査領域の
しきい値により検査された文字と色の相違点個数と各々の検査しきい値とが記録される。
更に、色の相違点は、ＲＧＢからプロファイル変換を行ったＬ＊ａ＊ｂ＊値から色差（Δ
Ｅ）又は色調差として別途表示する。なお、色調差とは、ここではＬ＊ａ＊ｂ＊値からＬ
＊値を除いたΔａとΔｂ値のことであるが、色差と用語を分ける意味で色調差という表現
にした。これらは検査作業情報シート４９の例えば表ページ又は１ページ目や、検査結果
レポートの１ページ目などに表示されてもよい。
【０２１４】
　また、検査作業情報シート４９は、単ページものは単ページ毎に、面付けしたものは面
付けジョブ単位で出力される。但し、面付けジョブを単ページに分割して検査した場合は
、単ページ単位或いは面付けページとして検査作業情報シート４９を出力（発行）する。
【０２１５】



(34) JP 6470567 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

　次に、（４）検査結果レポートについて説明する。（４）の検査結果レポートには、図
１４に示すように、画像検査の後に得られた以下の情報が含まれている。
（検査結果レポートの主な内容）
（ａ）検査ジョブ表示画像とエラー表示箇所：エラー等の相違点の表示画像を表示、
（ｂ）色品質検査グラフと数値色評価：色品質検査結果を示す、
（ｃ）個別検査結果：個別の相違点表示箇所の画像検査結果を示す、
（ｄ）総合検査結果：総合的な画像検査結果（良否判定や平均色差等）を示す、
（ｅ）メッセージ：検査結果に対する修正内容や修正方法等のコメントを示す、
また、これらの画面表示は、画像検査装置１０の操作によって各種の検査画像がエラー表
示画面やメッセージエリアの表示に切り替わる。
【０２１６】
　図１４に示すように、検査結果レポート４９Ａは検査作業情報シート４９の一部であり
、その内容は図示のようにディスプレイ１２の表示画面上に表示することも、図１５及び
図１６に示すように、印刷出力やデータ出力することも可能なものであり、画像検査装置
１０の画像検査の検査結果における各種の評価を表すレポートと一緒に表示することも可
能である。この検査結果レポート４９Ａは、検査者の事前設定値に基づき自動的に或いは
検査者の操作入力によって、例えばＨＤＤ２９内に格納された検査指示データ又は以前の
検査修正履歴データに基づき自動的に作成される。
【０２１７】
　これに対して、ＤＴＰ制作中のデータやプルーフは、前回の初校や再校若しくは顧客の
カラーカンプ又は顧客から持ち込まれたＰＤＦなどのデータに対して指示通りに修正が行
われているかの確認が必要なため、これまで目視で確認していた。これらを機器検査で自
動化するためには、個別の基準画像と検査画像を一対にした入力或いはファイル保存、画
像重合、検査、レポートを連続処理するためのバッチ処理機能に加え、検査箇所と内容と
検査しきい値が記録され検査コマンドとして記録された（３）の検査指示書が必要である
。
【０２１８】
　そこで、例えば基準画像をジョブ名の後ろに奇数番号にしてジョブ名登録し、検査画像
を偶数番号になるように入力原稿又はデータのファイル名が付くようにしてジョブ名登録
する。更に、自動連続バッチ処理プログラムを事前にセットしておくことで、同じフォル
ダに入力されたデータをジョブ名とページ番号とファイル番号だけで、自動的にペア画像
を作成し、画像重合し、（３）の検査指示書に基づき全ての検査作業を自動で実行する仕
組みとする。更に、検査結果は、検査作業情報シート４９の一部として、ファイル名（基
準画像をＡ画像、検査画像をＢ画像などとしたファイル名）と検査順の版に番号が付加さ
れ、プリント出力及びデータ保存される。
【０２１９】
　すなわち、作成された検査作業情報シート４９には、検査ジョブに関する情報を示す検
査ジョブ単位の内容データ、マーキング枠等で相違点表示箇所を示す相違点表示画像等の
画像、色品質検査結果を示す色品質検査グラフ、画像検査結果をＬ＊ａ＊ｂ＊値や色差Δ
Ｅの数値で示す数値色評価、総合的な画像検査結果を示す総合検査結果、個別の相違点表
示箇所の画像検査結果を示す個別検査結果等が表示される。また、検査結果レポート４９
Ａが表示される表示画面上には、同時に各種表示切り替えボタンや画像読み出しボタン、
後述する情報処理装置１１０のサーバや上記（１０）の音声・映像連絡情報システム（マ
ルチメディア情報システム）への接続指示ボタン等が表示されてもよい。
【０２２０】
　例えば、ＤＴＰ作業工程で、修正箇所が正しく修正されているかどうかは、修正箇所を
表す指示レイヤ上の指示マークと検査によるマーキングが重なって表示されるが、修正が
実施されていない箇所では、検査によるマーキングがないため、容易に判断され、全ての
修正が完了している場合はＯＫ、一つでも修正されていない箇所があればＮＧと、或いは
未修正箇所を表示して検査結果レポート４９Ａに記録される。
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【０２２１】
　印刷物の文字領域の検査においては、ゴミや汚れ、傷などが検査した画像の相違点表示
から相違点を検出する場合、画素が繋がっている大きさを相違点ブロックとして捉え、ブ
ロックのトータルの画素数が大きいものは、文字の違いと判断する。一方、文字の直し修
正箇所のマーキングがあれば、修正済みとレポートに記載され、文字の直し修正箇所のマ
ーキングがなければ、エラーとして捉え、ＮＧがレポートに記載される。
【０２２２】
　相違点の画素数や相違点ブロックが線状になっていて数画素以下のものや目視により印
刷物上で十分確認できる最小点のゴミは、２００ｄｐｉの解像度の画像の場合では５画素
のブロック位の大きさであるが、それ以上、例えば２０画素のブロック以上の場合でも全
体の濃度が薄いものはゴミとしてカウントし、ゴミの数量がレポート記載される。また、
ゴミ・傷・かすれ・染み汚れなどの相違点は、異なるマーキング色で指示することで、修
正作業を容易にすることができる。
【０２２３】
　また、検査結果レポート４９Ａは、文字画像だけではなく、ΔＥは数値（例えば、１．
３、２．０、３．５、４．０、５．９など）や評価用記号（例えば、ＡＡＡ、ＡＡ、Ａ、
Ｂ、Ｃ、Ｄなど）を用いて段階的に分けて表示し、一般的に把握し易いと思われる表記方
法（例えば、ＯＫ／ＮＧや○／×など）を採用するようにしてもよい。また、このレポー
ト結果の一部を、上述したように、顧客向けの提出レポートとして（８）顧客提出用レポ
ートとしてもよい。
【０２２４】
　最終的には、「ＭＩＳや印刷作業伝票等に付けられたバーコードからの印刷ジョブの内
容」と、「顧客や品質管理者からの印刷指示及び校正による直し修正指示内容」の情報が
反映され、更に検査担当者による判定結果が記載される。次の（ア）～（キ）の情報の全
て又は一部が検査作業情報シート４９に統合され、その工程における検査結果がＯＫと入
力された場合に、その工程までの作業が終了したことになる。
【０２２５】
　但し、最終的には、印刷発注担当者又は責任者の了解が得られるまでは、検査結果がＯ
Ｋであっても作業工程の作業は完了とはならないため、検査終了と作業完了とを分けて以
下の情報を検査結果レポート４９Ａに記載するとよい。
（ア）検査者、検査ジョブ、検査回数（１，２，３，…，ｎ回検査）、
（イ）日時、検査場所、検査作業工程、検査回数、検査しきい値、検査印刷面画像、
（ウ）従来の検査時間、今回の検査時間、
（エ）検査範囲枠毎の修正箇所の指示とＯＫ／ＮＧの判定、
（オ）誤字とゴミの検出とゴミの数量検査
（カ）顧客に指定された重要な測色箇所の色評価（色調差ΔＥとＣＭＹＫ％の差分）を数
値とプリセットした色差（ΔＥ等の値）を表す色枠で表示、
（キ）検査結果の状況（ＯＫ／ＮＧ）。
【０２２６】
　次に、（５）修正指示書について説明する。図１２に示す検査作業情報シート４９に含
まれる図１４に示す検査結果レポート４９Ａにおける個別検査結果表示欄に（５）の修正
指示書を表示させると、その検査で修正漏れとなっている箇所や検査画像のゴミや汚れと
言ったエラー（相違点）と検知した箇所が表示される。
【０２２７】
　修正指示書は、マーキング枠等で示された相違点表示画像における相違点表示箇所につ
いて、どのような修正を行えばよいかを指示するもので、検査作業情報シート４９に基づ
き各部門の担当者が容易に修正を行えるようにするものである。なお、修正指示書には、
該当する修正指示に応じて実際に画像検査装置１０のＣＰＵ２１に自動的に修正を行わせ
る修正コマンドが含まれていてもよい。
【０２２８】
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　また、検査結果レポート４９Ａに設定されたしきい値以上の差分があった箇所を、画像
の上にマーキング枠と色で表すと共に、自動的に差分を判断しづらい部分は例えば修正箇
所の文字が正しく修正されたかどうかの判断は検査担当者が行い、ＯＫであればその部分
のマーキング枠に承認確認要請を行う。この場合の色分けは他の色で行ってもよい。
【０２２９】
　更に、判断権限者の判断を仰ぐ場合は、直接或いは音声・映像連絡情報システムやＥメ
ールなどの通信方法で検査結果レポート４９Ａを送信し、即座にフィードバックを受けら
れる仕組みを構築する。色の差を修正する指示を確認した箇所は、測定ポイントと測定番
号が画像の上に記され、別の画面にＣＭＹＫ％表示され、事前に決められた差分よりも大
きい場合も差の大きさによりプリセットされた色差を一目で視認し易い表示色で表される
。
【０２３０】
　校正による直し修正箇所の指定は、画像と一緒に或いは画像とは別のレイヤを作成して
レイヤ上にマーキングを行うが、修正箇所と修正内容を事前に記した情報を透明なオーバ
ーレイのように表示画像に重ねても指示情報を読み取ることができる。これにより、修正
が行われるべき箇所が正しく修正されているかどうかも間違いなく判別できる。文字修正
の場合は、最終的に目視で文字を確認するが、直し修正の結果を素早く判断できるように
レイヤ上のマーキング枠を選択してＯＫ又はＮＧなのかを即座に検査結果レポート４９Ａ
に反映することができる。
【０２３１】
　また、例えばＤＴＰ作業工程で、修正箇所に修正が実施されているかどうかは、修正箇
所を表す指示レイヤ上の指示マークと検査によるマーキングが重なって表示されるが、修
正が実施されていない箇所では、検査によるマーキングがないため容易に判断され得る。
更に、文字の修正内容は、マーキングをクリックすることで吹き出し内に表示することも
できるため、正しい修正が行われているかどうかの判断が即座に行える。全ての修正が完
了している場合はＯＫ、一つでも修正されていない箇所があればＮＧと検査結果レポート
４９Ａ及び進捗管理データとして保存され、記録され或いは進捗管理を示す情報としてデ
ィスプレイ１２の表示画面上に表示される。そして、全ての作業履歴はＰＣに送られて、
進捗管理データとして反映される。
【０２３２】
　印刷工程では、最終面付けデータ或いは校了紙と、抜き取った印刷物とを比較すること
で、試し刷り印刷で生じた画像の差異やゴミや汚れなどの相違点個数が検査結果レポート
４９Ａに記録される。また、画像の濃度又は色調で差分を検知した箇所が、図１４の左側
の印刷物を縮小した画像７９上にマーキングされ、検査結果レポート４９Ａに記録される
。これらの修正が必要な箇所のコメントと共に、情報は、修正指示情報コマンドとして変
換され、次の修正処理を指示する（５）の修正指示書となり、修正箇所を自動的にモニタ
画面上にクローズアップ表示させることも可能となる。
【０２３３】
　修正指示書は、例えば検査結果レポート４９Ａとは別レイヤのファイルに、ＪＰＥＧ，
ＴＩＦＦ画像等の相違点表示画像をＰＤＦ形式に変換して書き込み、校正や修正等の指示
の確認／未確認をレ点や○囲み及び担当者名記入等により行えるようにしたものであって
もよい。
【０２３４】
　また、検査作業情報シート４９に含まれる各種のデータは、例えば後述する画像検査シ
ステムにおける情報処理装置のサーバに保存し、社内ＬＡＮ、ＷＡＮ、専用回線網を用い
ることで、印刷機の操作者の手元で即座に確認して印刷機の色調整に利用したり、直接印
刷機とのインタフェースを構築しておけば、印刷機のインキキーを直接制御したりするこ
とが可能となる。
【０２３５】
　但し、この場合は印刷機にセットされたインキ量がインキキーの開閉量のダイヤル値と
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印刷物の絵柄面積率との関係を表すインキ特性曲線を事前に作成しておくことで、より正
確にインキ補正量を算出することが可能となる。
【０２３６】
　また、検査をした画像の色修正指示は、ＤＴＰアプリケーションソフトウェアを立ち上
げて或いはＲＩＰに搭載されている画像補正機能を活用して行う。その場合、顧客のＰＣ
モニタや携帯情報端末のモニタに表示された画像を見ながら次のような方法で行う。
・トーンカーブ補正機能でカーブや中間調の修正量を数値（ＣＭＹＫ％）で指定、
・異なる明るさで表示された画像から最適なものを選択、
・スポイト機能など色修正ツールを使って直接修正、
・表示された各種のグレーバランスの画像から最適なものを選択する。
【０２３７】
　更に、修正作業について述べる。修正する市販のＤＴＰアプリケーションソフトウェア
を立ち上げておき、修正作業者は検査作業情報シート４９で修正された箇所と番号及びそ
の修正方法がコマンドで記載されているのを確認して、この修正番号をポインティングデ
バイス等でクリックすると、その内容が表示される。また、修正するアプリケーションソ
フトウェアのプラグインとして別に開発したソフトウェアを用いて、修正された箇所を指
定すると、修正コマンドによりＤＴＰプラグインソフトウェアが自動的に色やテキストの
修正作業を行う。修正作業が終了したときは、修正確認のため修正前と修正後の表示デー
タを比較するアプリケーションソフトウェアも用意する。
【０２３８】
　このとき、修正確認差分表示を視認し易くするために、データ差分だけではなく、交互
表示ができると更によい。また、修正結果は、サーバデータにも作業者と作業日時情報と
共に自動追記保存される。
【０２３９】
　次に、（６）修正終了レポートについて説明する。上記の検査結果レポート４９Ａでエ
ラーが発見されなかった場合や（５）の修正指示書に従って修正された検査画像を（３）
の検査指示書の情報を基に検査したときに絵柄に相違点が発見されなかった場合は、或い
は検査結果レポート４９Ａにエラーがない場合は、（６）の修正終了レポートが出力（発
行）され、（７）の検査修正履歴にログとして記録される。
【０２４０】
　そして、検査をパスしたことを証明する検査証明書が顧客用に発行され、顧客との初校
検査から再校やｎ校まで、また顧客の受入検査への品質検査証としても利用される。これ
により、顧客は安心して仕上がった納品物を受け取ることができる。もし、更に修正や変
更が必要な場合は、責了やＮＧとして扱われ、（５）の修正指示書に追加修正の指示を行
う。
【０２４１】
　次に、（９）ジョブ進捗管理レポートについて説明する。（９）のジョブ進捗管理レポ
ートは、上記のような検査作業を行う中で得られた情報から、デザイン制作、ＤＴＰ作業
、ＲＩＰ処理、プルーフ出力、発注者によるプルーフに対する校正作業での校了／責了、
刷版（ＣＴＰデータ）出力、印刷作業等、どの工程で誰が作業し、どの工程まで作業が完
了したかを各工程別又は各ジョブ単位で作業の進行状況を確認する情報として抽出するこ
とが可能である。
【０２４２】
　更に、各工程での作業時間をジョブ進捗管理でレポート可能にするため、作業の進捗管
理とコスト管理を別に処理する機能を持たせる。また、ＤＴＰ作業やＲＩＰ処理とＣＴＰ
出力や印刷の色調整と本刷りなど、例えば各工程の作業前にバーコードリーダで作業指示
書を読み取るかＭＩＳを用いている場合は、電子作業指示書をＪＤＦ／ＪＭＦ情報を読み
込むことで、作業開始時間を記録し、作業終了後にＰＤＦデータを画像検査システムに入
力することで、作業終了を自動的に記録することもできる。
【０２４３】
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　更に、プリプレス工程において、プルーフ画像を画像検査システムに検査データとして
入力して検査を行ったり、検査結果を基に検査担当者が修正箇所や印刷品質に対するＯＫ
を出した時点で、作業の進捗状況が記録される。印刷工程では、印刷機での色調整中に印
刷画像の検査を始めると同時に印刷の色調整時間の測定が開始され、数回繰り返される色
調整の、最後の刷り出し印刷物の測色までの時間が計測される。
【０２４４】
　また、最後の測色から本刷りの最後の抜き取り検査が終了するまで、又はジョブ終了を
入力するまでを印刷時間として計測する。これら全ての計測時間と印刷機の色調整時に測
色を行った回数が色調整回数として計測され、作業の進捗管理とコスト管理を行う装置又
は進捗管理のソフトウェア（プログラム）に伝達される。
【０２４５】
　検査履歴データは、検査ジョブ毎に保存された画像検査の内容を示すデータであり、例
えば画像検査装置１０における画像検査の担当者名、日時、検査場所、検査において用い
られた基準画像及び検査画像等の画像データ、画像検査処理の処理内容のログ等を含んで
いる。この検査履歴データは、グラフやテキスト等でディスプレイ１２の表示画面上に表
示することもできる。
【０２４６】
　また、これらの情報から、ＤＴＰ作業を行うデザイン部門、ＲＩＰ処理やプルーフ出力
を行うプリプレス部門、発注者に各受注ジョブ毎の校了のサインや、発注者が印刷会社に
修正を委託する責任校了（責了）、刷版（ＣＴＰプレート）出力完了、印刷開始や終了な
ど、どの工程で誰が作業し、現在はどの工程まで進んでいるかを各工程の段階で検査を行
うことで、各ジョブの作業進行情報を得られるようにリアルタイムで工程管理ソフトウェ
アに伝達することにより、状況を確認することが可能である。
【０２４７】
　予め受注したジョブの印刷方法や用紙の種類やサイズ、インキの種類などとそれらのコ
スト及び検査精度別に標準の作業時間を入力しておき、これら画像検査システムの運用の
中で得られた上記の作業進捗情報を基に、コスト削減効果のレポートが作られ、進捗管理
システムのディスプレイの表示画面や携帯情報端末のモニタ画面上にレポートを表示する
。
【０２４８】
　更に、各受注ジョブの進捗状況を確認したり、最終的に仕事が完了し納品される時点で
は、作業見積時間に対する生産効率の良し悪しや見積コストに対するコスト削減効果のあ
る進捗結果であったかどうかと、併せて環境対策への効果を確認することも可能である。
このとき、検査作業を行う毎に検査状況の進捗をリアルタイムでモニタ画面に表示するた
めの作業コマンドを自動で或いはマニュアル作業で入力することにより、校正や検査の進
捗状況及び製造効率とコスト削減効果を容易に確認するためのデータを得ることができる
。また、検査結果レポート４９Ａもジョブ単位に出力され得る。
【０２４９】
　検査結果レポート４９Ａは、各工程での検査により得られた作業の進捗工程と作業時間
から、予め登録した標準作業時間との差を分析して、作業時間を算出することで、そのジ
ョブ作業に費やした各工程の作業時間を評価し、作業内容や、直し修正作業や、検査内容
や検査精度の難易度のレベルを考慮する。また、ジョブ進行コストに見合った売上利益が
得られた受注ジョブであったのか、作業時間と効率的な受注ジョブであったのか、そして
材料や電力消費量等のＥＣＯ効果に貢献できているかどうかを確認するツールとして利用
可能なことが本システムで評価される。また、ジョブ効果を以下の方法で実現することが
できる。
【０２５０】
　すなわち、検査結果レポート４９Ａの総合検査結果には、次のようなレポート欄が含ま
れていてもよい。まず、（Ａ）用紙削減効果レポートとして、（ａ）用紙代削減表示と、
（ｂ）ヤレ紙削減表示とが含まれる。これら（ａ）及び（ｂ）の表示は、主に削減費用に
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ついてのレポートであり、（ａ）には例えば「菊判→Ａ列本紙にした場合、菊判用紙価格
の△７．９％」というような表示が行われ、（ｂ）には例えば「刷り出し１回用紙削減数
７５枚×用紙種類別１枚単価設定＠１２／円＝△９００円（１ｊｏｂ削減）」というよう
な表示が行われる。
【０２５１】
　また、（Ｂ）要求品質分類レポートとして、（ｃ）要求品質度（ΔＥ値別）によるイン
キ調整目標所要時間表示が含まれる。この（ｃ）には例えば「ΔＥ１．０＝９０分、ΔＥ
２．０＝４５分、ΔＥ３．０＝３５分、ΔＥ４．０＝３０分、ΔＥ５．０＝２５分、ΔＥ
６．０＝２０分」というような目標所要時間の表示が行われる。
【０２５２】
　更に、（Ｃ）時間削減効果レポートとして、（ｄ）作業時間削減表示と、（ｅ）残業時
間削減表示とが含まれる。これら（ｄ）及び（ｅ）の表示は、主に削減時間とコスト換算
についてのレポートであり、（ｄ）には例えば「△５０円／分」というような表示が行わ
れ、（ｅ）には例えば「△６２．５円／分」というような表示が行われる。
【０２５３】
　その他、（Ｄ）電力削減効果レポートとして、（ｆ）電力削減表示が含まれる。この（
ｆ）には例えば「｛機械等電力Ｗ＋照明電力Ｗ＋空調電力Ｗ（その場所の配分）｝×円／
分」というような表示が行われる。また、（Ｅ）環境効果レポートとして、（ｇ）ＣＯ２

削減表示と、（ｈ）植物インキ使用率表示とが含まれる。（ｇ）の表示は電力削減に伴う
ＣＯ２削減量についてのレポートであり、（ｈ）には例えば「＿％（植物インキ量÷全イ
ンキ量×１００）使用インキ×印刷数量」というような表示、及び「植物インキ＝（１）
大豆インキ、（２）…：一般油性インキ＝（１１）カラー４色セット、（１２）特色、（
１３）…」というような表示が行われる。
【０２５４】
　最後に、（Ｆ）総合評価レポートとして、（ｉ）一日当たりの総合評価表示が含まれる
。この（ｉ）の表示は、画像検査の総合評価についてのレポートであり、（ｉ）には例え
ば前述の「ＡＡＡ，ＡＡ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ」等の評価段階表示と、「１
０，７，４，２，１，－１，－２，－４，－７，－１０」等の評価段階に応じた評価ポイ
ント表示が行われる。その他、総合評価レポートには、（ｊ）品質度＋印刷数別想定作業
時間表示が含まれ、オフセット印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷等における刷り出し調
整時間の表示や、枚葉印刷、オフ輪印刷、フォーム印刷、ラベル印刷等における印刷想定
時間の表示が行われる。
【０２５５】
　そして、これらの情報を進捗管理情報として検査作業情報シート４９に書き込み、ＰＣ
により作業の進捗管理や工場の運営の効率化と視える化を実現することができるが、社内
の業務管理システムやＭＩＳにデータとして伝達することで、容易に集計して経営改善に
も利用することが可能となる。
【０２５６】
［第４の実施形態］
　図１７は、本発明の第４の実施形態に係る画像検査システムを示す図、図１８は画像検
査システムにおける検査する画像データ等の暗号化及び分散保存を表す図、図１９は画像
検査システムにおける暗号化及び分散保存された検査する画像データ等の復元を表す図、
図２０は画像検査システムにおける印刷ワークフロー図である。第４の実施形態に係る画
像検査システム１００は、パーソナルコンピュータやワークステーション等を含む複数の
情報処理装置１１０や、携帯電話、スマートフォン、ノートブック、タブレット等の複数
の携帯情報端末１２０を、ネットワーク１０１を介して相互に通信可能に接続したもので
ある。なお、情報処理装置１１０や携帯情報端末１２０は、音声・映像連絡情報システム
として電話（通話機能）や映像送受信機能を備え、マルチメディア通信システムを構築す
ることができる。
【０２５７】
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　各情報処理装置１１０は、それぞれ上述した画像検査装置１０を備え、例えば少なくと
も一つの情報処理装置１１０はサーバとしての機能を備えると共に、他の情報処理装置１
１０や携帯情報端末１２０はクライアントとしての機能を備えている。このように構成さ
れた画像検査システム１００によれば、ネットワーク１０１を介して、印刷会社本社、印
刷工場、営業所或いは顧客など、それぞれ異なるロケーションに設けられた各情報処理装
置１１０や携帯情報端末１２０において、例えば前述のマルチメディア通信システムを利
用して基準画像や検査画像の画像検査結果を確認することができる。
【０２５８】
　前述したように、より速くより正確で便利な印刷ワークフローを構築するためには、ネ
ットワーク回線を最大活用した安全な情報通信手段で印刷物等の校正から納品時検査まで
の一貫した品質管理を行うためのデジタルネットワークフローを実現する必要がある。こ
のために受注ジョブ毎にデジタルの検査作業情報シート４９を活用する。
【０２５９】
　検査作業情報シート４９の第９の機能には、検査作業情報シート４９のジョブ指示コマ
ンドを用いて、ネットワークで安全に検査用の画像データ及び検査作業情報シート４９（
以下、必要に応じて「検査用画像データ等」と称する。）の送受信を行うことが含まれる
。また、送受信するデータは、検査する或いは検査する前のテキストデータ、ＨＴＭＬ（
Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）データ、ＸＭＬ（ｅＸｔｅｎ
ｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）データなどの記述言語、写真やイラスト
レーションなどの画像データを含むドキュメントデータ、或いは検査画像データ等とする
。
【０２６０】
　また、安全に検査用画像データ等を送受信するために、図１８、図１９に示すように、
ドキュメントデータ毎に或いは検査用画像データ等を検査する画像毎に、情報復元の安全
性が保たれる数に複製して、文字列や写真、図柄等に分割し、暗号化する。更に、検査用
画像データ等のデータを細分割するにあたり、一片の細分割データ毎に乱数を使用して細
分割データから画像に戻すための復元タグを付与して、細分割データを単独のサーバに保
存したり或いは複数のサーバに分散保存したりする。なお、より安全性を高めるため、一
つのサーバからの情報でデータが復元されないように、複製数ｍよりもサーバの数ｎを多
くしておくことが望ましい。また、ドキュメントデータ或いは検査用画像データ等は、文
字列や写真、図柄等に分割しなくてもよい。また、画像の暗号化は画像を複製する前或い
は後でもよいし、分割する前でも分割した後でもよい。更に、公開鍵と秘密鍵を使用する
場合の秘密鍵は相手側に別途送信するものとする。
【０２６１】
　受信側では、保存されたサーバから受信して細分割され暗号化されたドキュメントデー
タや検査用画像データ等を検査する画像毎に或いは一括で、乱数を使用して復元タグによ
り復元し、更に暗号の復号をして基のドキュメントデータ或いは検査用画像データ等とし
て運用管理する。なお、ここでいうサーバは、個別のサーバ又はクラウド型のサーバを指
し、サーバを自在に組み合わせて分散保存し、サーバの故障やサイバーテロなどの外部情
報攻撃からのデータ保護対処を行い活用することができるものとする。なお、複製、暗号
化、細分割、乱数を使用した復元コード付け、分散保存までの指示は事前にプログラム動
作を指示設定することで一回の操作で自動的に行われるものとする。また、その逆の保存
ファイルの呼び出し、分割データの復元、暗号の乱数を使用した復号も一回の操作で自動
的に行われるものとする。
【０２６２】
　一例として、まず、検査する二つ以上の画像を個々の文字列や写真や図柄の単位で分割
し、分割単位で或いは分割しないで画像を暗号化し、更に暗号化した画像をマトリックス
状に細分割し、１ＫＢ程度のデータサイズに細分割した画像断片全てに画像復元のための
乱数を使用した復元コードを付ける。そして、前記細分割を一括して或いは分割して必要
なサーバやクライアントＰＣに送信する。
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【０２６３】
　受信側ではそれぞれの細分割された断片画像を、保存した単独の或いは複数のサーバや
クライアントＰＣから、個別の検査対応する画像を構成する複数の細分割ファイルを呼び
出して、一つに集合した細分割ファイルにまとめる。その細分割集合ファイルの断片画像
を乱数を使用した復元コードで画像復元し、更にそれぞれ暗号化されたデータの復号化を
行い一つの検査する画像としてまとめて視認可能にすることにより、検査用画像データ等
の分散保存と情報通信手段で安全な情報管理を行う。
【０２６４】
　また、検査作業情報シート４９の第１０の機能には、社内校正チェックや顧客との校正
チェックにおいて通信手段を使って、基準画像と検査画像や検査済みの相違点データ及び
相違点修正コマンドの送受信をはじめ、相違点箇所についての報告連絡相談のためのコミ
ュニケーションを簡便に行うことが含まれる。すなわち、その基本機能は、音声機能付き
映像通信や検査する画像のデータ通信、検査コマンドの通信、検査状況のログ情報など、
検査連絡はマルチメディア通信で行う。前述したように、この場合の情報漏洩が起こらな
い対策として、検査に係る画像は、前述の例えば文字写真や図柄などの領域に分割して、
更に分割単位で別の暗号化を行い必要なサーバやクライアントＰＣに送信し、受信側では
復号復元できるシステムを持つと更によい。また、関連する検査作業情報シート４９の情
報についても同様に行う。
【０２６５】
　すなわち、一例として、ある場所の情報処理装置１１０の画像検査装置１０に画像入力
して生成した第１及び第２画像データ３１，３２及び検査作業情報シート４９をネットワ
ーク１０１を介して別の場所にある情報処理装置１１０の画像検査装置１０に送信する。
送信された第１及び第２画像データ３１，３２を受信した情報処理装置１１０の画像検査
装置１０にて画像検査処理を行い、これらの画像データ３１，３２及び検査結果に関する
データを含む検査作業情報シート４９を更に別の場所にあるサーバ機能を備えた情報処理
装置１１０に送信する。
【０２６６】
　送信された検査結果に関するアクセスコードや検査結果データ等を含む検査作業情報シ
ート４９を受信した情報処理装置１１０において、他の情報処理装置１１０や携帯情報端
末１２０とマルチメディア通信システムによって閲覧自在に検査結果に関するデータ等の
検査作業情報シート４９を共有する。マルチメディア通信システムでは、コンピュータ機
能の他に電話や映像、メール、検査校正、修正指示コマンドなどの相互送受信機能を有す
ることから、送受信端末間できめ細かいコミュニケーション伝達が可能になる。
【０２６７】
　このようにネットワーク１０１で接続された各種の情報機器を単独或いは組み合わせて
活用すれば、例えば遠隔地の情報処理装置１１０からネットワーク１０１を介して保存さ
れた検査結果や校正（修正）指示に関するデータ等を含む検査作業情報シート４９を利用
して印刷データの修正を行ったり、画像検査や再検査を行ったり、検査結果を他の情報処
理装置１１０に通知したり、映像や音声で記録を取りながら連絡を取り合ったりすること
で伝達ミスを防ぎ、校正情報から進捗情報及び生産効率やコスト削減効果等を容易に確認
することも可能となる。
【０２６８】
　また、比較検査する二つ以上の画像と検査結果の画像をサーバである情報処理装置１１
０に保存することで、ネットワーク１０１を介してどこからでも閲覧したり、再検査した
りすることも可能となる。例えば、印刷会社本社に基準となるプルーフ画像があり、それ
をデジタル化或いはＤＢとして保存することで、検査者がネットワーク１０１を介して、
全国の各印刷工場の現場の情報処理装置１１０における画像検査装置１０で画像入力或い
は検査した画像を、検査結果ビュアに転送し、各印刷工場の情報処理装置１１０に画像入
力した印刷物の画像を個別に画像検査装置１０で画像重合し不良箇所を検査することで、
各印刷工場間でのしきい値を加味した相違点検出のレベルを揃え、統一規格での検査を可



(42) JP 6470567 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

能にする。更に、顧客へも検査結果に関するデータ等を送信したり、顧客からのサーバ機
能を有する情報処理装置１１０へのアクセスも可能にする。
【０２６９】
　検査作業情報シート４９では、最初の検査ジョブの保存日時、ファイルの変更日時、顧
客名、ジョブ名、テキスト、サムネイルによるデータ検索機能を持たせることで、顧客毎
のデータ管理をリアルタイムに処理できるため、社内のデータ準備作業の効率を高めると
共に、顧客とのレイアウトや文字や、画像の修正等の、指示に関するコミュニケーション
を行う際、必要な情報を瞬時に提供できるため、双方が効率よく作業を進めることができ
る。
【０２７０】
　画像検査システム１００では、工程管理ソフトウェアやＭＩＳなどのスケジューラ機能
を活用し、印刷結果を即座に監視するために、画像検査装置１０から差分の個数と直しや
修正箇所のチェックポイントの完了箇所の個数をカウントして、レポート出力したり、ネ
ットワーク１０１を介してオンラインで送信する。これにより、各情報処理装置１１０間
での直し修正箇所の確認と次の工程へのジョブの受け渡しを確実にする。
【０２７１】
　更には、画像検査システム１００における色管理部門や営業部門等でも印刷中や印刷後
の画像検査の結果の画像の色を数値で差分として確認できるため、顧客が印刷立ち会いで
遠隔地の印刷工場に出向く機会を少なくすることができる。これにより、印刷の作業効率
を高め印刷コストを削減することが可能である。
【０２７２】
　但し、この場合は、画像入力デバイスとして、カメラやスキャナのフィルタをＲＧＢで
はなくＣＩＥＸＹＺフィルタを用いることで高精度に画像をＬ＊ａ＊ｂ＊値でデジタル化
できる画像入力デバイスを採用することが最も望ましい。また、色の測色精度、繰り返し
測色精度、面内ムラの標準偏差がΔＥで０．１以下であることが望ましい。その他にも、
モニタ、ディスプレイやプルーファーの色管理が正確に行われていることが重要である。
【０２７３】
　また、比較検査をする一つの基準画像と、検査対象の画像をネットワーク１０１を介し
てサーバ機能を有する情報処理装置１１０に保存された画像の中から自動検索して選択し
、検査画像とする。特に長期に亘って印刷されていて何度も改訂が行われている印刷物の
ＤＴＰ（Ｄｅｓｋ　Ｔｏｐ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ）データは、間違って古い画像を呼び
出してしまう（先祖返りをしてしまう）と最後に利用したものとデータベースに記録され
てしまうことがあり、自動検索を行ったときに最終ページデータが呼び出されずに修正間
違え等した画像が先祖返りしてしまう。そこで、常に関連する近似した画像やページデー
タが存在するかどうかを検索時に同時に表示させることで、先祖返りのミスをなくす。画
像ファイルの変更、修正には一連の変更履歴を保存し表示させたりして、確実に必要な最
終画像やページデータを準備することを行う検索エンジンを画像検査システム１００は備
えていることが望ましい。
【０２７４】
　また、印刷会社本社内の情報処理装置１１０にデータベースサーバ（ＤＢサーバ）を構
築し、顧客（発注者）にはパスワードを渡すことと、顧客専用のＤＢ領域をフォルダ単位
で提供することで、他の顧客のものと安全に分離して利用することが可能である。更に、
全てのデータには入稿の段階からファイル名に顧客専用のコードを付加すると共に、デー
タを間違えて他の顧客に転送できない仕組みを持たせたり、且つ前述或いは後述の検査用
画像データ等の暗号化、複製化と細分割分散保存処理を加えることで、高度なセキュリテ
ィ機能を持たせたＤＢ管理を行うことができる。
【０２７５】
　但し、間違ってデータを送信した場合に意図せず第三者にデータが閲覧されてしまうこ
と等の情報漏洩対策を図ることが必要となる。この対策としてデータの暗号化を行ったも
のを送信し、解読コードやパスワードは直接顧客や担当部門に手渡すことで、データ送受
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信の安全を確保する。
【０２７６】
　すなわち、比較検査する基準画像や検査画像を、又は顧客との校正情報や校正画像を、
ネットワーク１０１内で活用する場合に、（ａ）情報漏洩を起こさないようにする。また
、当該画像を記憶する（ｂ）ＰＣや携帯情報端末の記憶装置、或いはクラウド等のサーバ
が故障しても、直ちに復元できるシステムの構築が必要である。上記（ａ）及び（ｂ）の
機能を実現するためには、例えば前述した以下の方法を取ればよい。
【０２７７】
　ネットワーク１０１内で閲覧或いは送信するドキュメント、画像、指示伝票、その他当
事者が必要とするあらゆるデータについて、当該データを暗号化し、更に当該データを完
全可逆できる形で細分割して、たとえ情報機器の故障やサイバー攻撃があっても、他の情
報機器からこのデータを復元できるように複製して複数の記憶装置に秘密分散保存する。
【０２７８】
　例えば、ＰＣやＨＤＤの一箇所や複数箇所が故障しても、更に多く複製された検査用画
像データ等を保存した複数のＨＤＤから復元される。また、外部に情報流出しても細分割
されたデータの復元ができないので、漏洩とならない。このように、復元のために個々の
画像を例えばマトリックス状に細分割断片にした全ての断片情報に復元コードを付けてお
く。また、更に復元できても暗号化されている情報の解読キーがないと解読することがで
きない。この一連の運用作業について、上記検査作業情報シート４９の（３）の検査指示
書に機能を加えてもよい。更にはこのデータの細分割方式は、一般の情報管理にも幅広く
活用する。
【０２７９】
　次に、より具体的な画像検査システム１００の運用について、印刷会社に適用したもの
を例に挙げて、図２０を参照しながら以下に説明する。なお、図２０においては、括弧付
き英字は各関係部門の種別を示し、（Ａ）は顧客、（Ｂ）は営業拠点、（Ｃ）は本社、（
Ｄ）は工場を表している。また、括弧付き数字（１）～（１４）は工程を表している。従
って、以下においては括弧付き数字と括弧付き英字の組み合わせからそれぞれ括弧を除い
たもの又は括弧付き数字の数字のみでフローの工程を表して説明する。
【０２８０】
　まず、顧客（クライアント）が（１－Ａ）基準画像と見本プリントを営業所等の営業拠
点に持ち込む。営業拠点ではこれに基づき（１－Ｂ）受注伝票の作成、顧客情報やジョブ
の内容を含む検査作業情報シート４９の作成、及び検査用の基準（基本）しきい値や重要
な文字や写真や図形等の検査エリアと要求精度を指示する検査指示書の作成を経て、（２
－Ｂ）営業拠点から暗号化後（２－Ｃ）印刷会社の本社営業管理部へ送信する。（２－Ｃ
）印刷会社の本社営業管理部では、ある営業所から送信された受注伝票データと顧客から
の色見本プリントデータやその元データである画像データやＰＤＦデータ等を暗号化して
本社に送信し、これらのデータに基づくデザイン及びＤＴＰ作業（３－Ｃ）をデザイン部
に依頼する。
【０２８１】
　依頼を受けた（３－Ｃ）デザイン部では、受信したＰＤＦデータを基にデザイン及びＤ
ＴＰ作業を行い、色見本プリントデータを参照して、各種の画像の修正や制作、またテキ
スト等のレイアウトデザインを行ったＤＴＰデータを作成し、このＤＴＰデータと共に（
Ｃ－３）プリプレス部にプリプレスの初校データ作成を依頼する。そして、（３－Ｃ）プ
リプレス部では、ＤＴＰデータをレイアウト・組み版に基づきＲＩＰ処理し、例えば１ビ
ット画像データの他、色検査に必要な８ビット校正プリントデータや初校ＰＤＦデータを
作成し、見本プリントとの比較検査を行う。検査の際は、営業所から依頼された検査指示
書を用い、基本検査精度を決定する基準しきい値や検査エリアに対する要求精度を設定す
ることで、顧客の要求に対応する検査が行える。
【０２８２】
　まず、初校の段階においては、（４－Ｂ）営業所の担当者は、情報処理装置１１０の画
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像検査装置１０を用いて（３－Ｃ）本社のプリプレス部から送信された校正プリントデー
タを用いて校正紙をプリンタ１９により印刷出力する。次に、（４－Ｂ）営業所の担当者
は、携帯情報端末１２０に暗号化された校正ＰＤＦデータと出力した校正紙を持って（４
－Ａ）クライアントの所へ行き、クライアントキーで復号化し校正を行って貰う。
【０２８３】
　（５－Ａ）クライアントでの校正においては、マルチメディア通信システムを用いて携
帯情報端末１２０の校正ＰＤＦデータに直接校正を行う。また、指示通りに修正されてい
るかを確認する中で、未だ不良箇所があれば、直接検査画像のデータのレイヤに特定の色
でマーキングして暗号化し、携帯情報端末１２０をネットワーク１０１に接続してマルチ
メディア通信システムを介して（５－Ａ）その場から直接（５－Ｃ）本社のデザイン部或
いは特定のサーバに送信する。
【０２８４】
　なお、このとき画像検査システム１００において暗号化したデータとしてマルチメディ
ア通信システムを利用することで、安全で詳細な情報が伝達される。例えばマルチメディ
ア通信システムのモニタ画面上には、顧客から校正され営業がその指示をした印刷物を表
す画像（印刷物画面）が暗号化されて表示され、復号化により印刷物を表す画像と修正箇
所に番号が付されており、その番号の修正内容がテキスト表示や音声ファイル保存されて
おり、表示された画像上の番号をクリックすると、上記テキスト表示や音声ファイルが表
示・再生される。また、音声と映像を利用したＴＶ電話で現場作業者とのコミュニケーシ
ョンを図る。
【０２８５】
　次に、再校段階においては、（５－Ｂ）営業所の担当者から暗号化された画像がネット
ワーク１０１を介してマルチメディア通信システムにより携帯情報端末１２０から送られ
てきたデータに基づき、（６－Ｃ）本社のデザイン部で復号化し基本デザイン画像の変更
箇所のテキストや色の修正指示テキストや修正コマンドを用いた自動修正又は手動による
修正を行い、修正後のＤＴＰデータを作成して（６－Ｃ）暗号化してプリプレス部に検査
依頼を行う。
【０２８６】
　（６－Ｃ）プリプレス部では、暗号化されたＤＴＰデータを復号化してＲＩＰ処理し、
ＰＤＦデータに変換した修正済みの再校正データと修正前の画像データとを画像重合し、
修正指示レポートの修正コマンドを用い自動又は手動で比較して確認する。検査物画像の
例えば右上部に検査済み印を入れて暗号化し（６－Ｂ）各営業所若しくは担当者のＰＣ又
は携帯情報端末１２０にマルチメディア通信システムを用いて送信すると共に、再校正デ
ータと前の校正データとの差分を情報処理装置１１０の画像検査装置１０におけるディス
プレイ１２の表示画面上であおり表示等可能な検査結果である相違点表示画像データを含
む検査結果レポートの暗号化したファイルを送信し、再校正紙をプリンタ１９により印刷
出力できるようにする。
【０２８７】
　（６－Ｂ）営業所では、情報処理装置１１０の画像検査装置１０若しくは携帯情報端末
１２０を用いて再校正データに基づき修正箇所を確認する。営業所の担当者は、再校正の
確認を終えたら再校正データ及び検査結果に関するデータをもとに出力し、更にこのデー
タを暗号化し、情報処理装置１１０又は携帯情報端末１２０からネットワーク１０１を介
して（６－Ａ）クライアントの情報処理装置１１０や携帯情報端末１２０にマルチメディ
ア通信システムを介して送信し、再校正紙と共に（７－Ａ）クライアントの所へ行き、暗
号化された再校正画像を復号化して校正を行って貰い、再校正後のデータを（７－Ｃ）本
社のデザイン部に送信する。
【０２８８】
　また、マルチメディア通信システムを携帯情報端末１２０で活用する場合は、予め情報
処理装置１１０を用い既に処理済みのしきい値毎の検査結果のデータと限界しきい値及び
確認結果を検査結果の画像にマーキング表示した状態で暗号化し、営業所やクライアント
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に渡すことで、安全に且つ正確に検査結果が確認できる。もし、より精度を高めて検査を
したい場合（例えば、ルビや二次元バーコードなど）は、情報処理装置１１０で設定しき
い値で作成された検査画像より更に厳しいしきい値に変えたときの検査結果のマーキング
情報を携帯情報端末１２０の表示画面上に表示させることで、再検査を行うことが可能で
ある。
【０２８９】
　そして、（７～８）再々校正の作業工程においては、上記の作業を（９－Ａ）校了或い
は責任校了になるまで繰り返し、これらの作業履歴データを業務管理データとして活用可
能にサーバ機能を有する情報処理装置１１０のＨＤＤ２９に自動的に保存すると共に、校
了となった（９－Ｂ）校了／責了データを暗号化し、（９－Ｃ）本社のプリプレス部に送
信する。
【０２９０】
　（１０－Ｃ）プリプレス部では、送信された印刷用のデータを復号化してＲＩＰ処理を
行い、例えば暗号化した１ビットＴＩＦＦの画像データ或いはそれをＰＤＦデータ化して
、（１０－Ｄ）印刷工場へ送信する。印刷工場では、受信した１ビットＴＩＦＦ又はＰＤ
Ｆデータを復号化し、（１１－Ｄ）ＣＴＰレコーダにより出力した刷版を用い、（１２－
Ｄ）印刷機による印刷インキの調整において刷り出し印刷物と校了紙／責了紙との色の差
及び文字欠けやゴミ・傷等の検査を行い、検査エラーがなくなったら（１４－Ｄ）本刷り
を開始する。（１３－Ｄ）本刷り中も抜き取り検査を行うことで、全品検査を行わずに信
頼度の高い印刷物を作ることが可能となる。（１４－Ｄ）印刷が終了すると、加工等を行
い、（１４－Ａ）顧客へ印刷物の納品が完了する。
【０２９１】
　以上説明したように、上述した実施形態に係る画像検査装置、画像検査プログラム及び
画像検査システムによれば、安全で且つ安価に構成可能で簡便な処理により基準画像と検
査画像との画像検査を行うことが可能となる。なお、本発明の画像検査装置、画像検査プ
ログラム及び画像検査システムにおいては、図２１に示すような大まかな画像検査の検査
形態を実現することができる。
【０２９２】
　前述したように、「単純しきい値」と「条件しきい値」の違いは、一対の検査する基準
画像と検査画像において、「単純しきい値」は一つのしきい値で検査値を設定し、一つの
検査結果を得る場合に用いられるしきい値であり、「条件しきい値」は二つ以上の組み合
わせしきい値で検査条件を設定し、一つの検査結果を得る場合に用いられるしきい値であ
るということである。以下の図１９に示す事例は、「単純しきい値」と「条件しきい値」
の両方に当てはまるものとする。なお、「単純しきい値」には、一つの検査結果を得るた
めに、一つの検査しきい値として設定する「単しきい値」と、複数の検査結果を得るため
に、複数の検査しきい値として設定する「多重しきい値」がある。また、「条件しきい値
」には、二つ以上のしきい値を条件設定して一つの検査結果を得るための「単条件しきい
値」と、二つ以上のしきい値を組み合わせて条件設定して複数の検査結果を得るための「
多重条件しきい値」がある。
【０２９３】
　すなわち、同一検査においては、例えば第１画像データを画像１Ａ、第２画像データを
画像１Ｂとして画像１Ａ，１Ｂの全面／部分を重合し比較検査を単しきい値或いは単条件
しきい値で行った場合は一つの検査結果の差分画像Δ１ＡＢを得ることができ、多重しき
い値或いは多重条件しきい値で行った場合は複数の（多重の）差分画像Δ１ＡＢを得るこ
とができる。なお、Δは差分を表している。
【０２９４】
　また、部分領域画像２Ａ，３Ａを含む画像１Ａと部分領域画像２Ｂ，３Ｂを含む画像１
Ｂとを全面／部分を重合して比較検査をそれぞれの部分領域を異なる単しきい値或いは単
条件しきい値で行うと、差分画像Δ１ＡＢと共に部分領域の差分画像Δ２ＡＢ，Δ３ＡＢ
を得ることができる。また、これらを多重しきい値或いは多重条件しきい値で行った場合
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は複数の差分画像Δ１ＡＢ，Δ２ＡＢ，Δ３ＡＢを得ることができる。更に、またこれら
を組み合わせて多重しきい値或いは多重条件しきい値で全体を比較して差分画像Δ１ＡＢ
を得たり、部分領域を比較して単しきい値の差分画像Δ２ＡＢを得たり、更には一部の部
分領域を多重条件しきい値で比較して複数の差分画像Δ３ＡＢを得たりして、複合したし
きい値で画像検査を行うことが可能である。
【０２９５】
　また、対応検査においては、例えば画像Ａ，Ｂにおいてそれぞれ異なるレイアウトでも
対応する部分の部分領域画像２Ａ，３Ａを重合し比較検査を行った場合、例えば表示例１
では、画像Ａにおける部分領域画像２Ａの部分領域においては差分画像Δ２ＡＢを得て、
部分領域画像３Ａの部分領域においては差分画像Δ３ＡＢを得ることができる。また、例
えば表示例２では、画像Ｂにおける部分領域画像３Ｂの部分領域においては差分画像Δ３
ＡＢを得て、部分領域画像２Ｂの部分領域においては差分画像Δ２ＡＢを得ることができ
る。
【０２９６】
　また、例えば画像Ａにおける一部である部分領域画像２Ａについて多重条件しきい値を
適用して複数の差分画像Δ２ＡＢを得ると共に部分領域画像３Ａについては更に他の単し
きい値を用いて差分画像Δ３ＡＢを得る。また、部分領域画像３Ａについても多重条件し
きい値を適用して複数の差分画像Δ３ＡＢを得ることもできる。
【０２９７】
　更に、例えば画像Ａにおける部分領域画像３Ａ，２Ａ及びその他の画像領域の全てに多
重条件しきい値を適用してそれぞれ複数の差分画像Ｂ，Δ３ＡＢ，Δ２ＡＢを得て画像検
査を行うようにしてもよい。このように、本発明によれば、検査する画像Ｂの一部が移動
したり、配置箇所が入れ替わったりした場合であっても、画像の全体や部分を分けて個別
に画像重合と検査を行うことで、様々な表示形態で比較検査の結果を表示することができ
る。
【０２９８】
　なお、以上の実施形態で説明した画像検査装置１０のＰＣ１１に用いられる比較・検査
プログラムは、各種のコンピュータ装置で実行することにより実現可能であり、比較・検
査プログラムは、ＨＤ、ＤＶＤ、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ＤＩＳＣ、メモリーカード
等のコンピュータ装置で読み取り可能な各種の記録媒体に記録され、コンピュータ装置に
よって記録媒体から読み出されることによって実行されると共に、インターネット等の伝
送媒体を介して配布することができる。
【０２９９】
　印刷物は製品パッケージとしても活用されるため、基準画像となる平面の印刷物画像と
、検査画像となる立体の製品媒体に貼り付けた或いは熱加工などで密着させて立体化され
た製品の印刷画像との検査が必要となる。この検査を実現するため、立体物の製品の印刷
面をラインスキャンカメラなどを使って画像入力（撮影）し平面の検査画像として、基準
画像となる平面の印刷物画像とを画像重合し比較検査する。また、或いは基準印刷物の平
面画像を、比較検査する三次元の製品立体物画像データに対応して画像マッピングして基
準画像とし、三次元の各面領域単位で三次元立体の検査画像と、三次元で画像重合し、検
査する。
【０３００】
　三次元画像を二次元化して比較検査する場合、画像重合のための重合基準ポイントを選
択することが重要となる。そのため、製品の三次元立体物を前述のラインスキャンカメラ
などを使って入力して二次元画像化した画像を、製品の形状面別の部分領域の二次元画像
として平面展開した画像を重合し易いように画像分割した輪郭線或いは画像を基に、二次
元の平面画像を前述の輪郭線状に画像分割し或いは画像を変形調整してマッピングを行う
ことで、立体物を撮影した画像との比較検査を行えるようにする。
【０３０１】
　また、逆に二次元画像を比較検査する立体製品の三次元画像に二次元画像をマッピング
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し易い領域毎に分割し、画像調整重合させて、製品形状に合わせた立体形状での画像補正
を行い、部分形状毎に重合調整をして検査する。更に、このとき、製品のＣＡＤ情報を基
に二次元画像をＣＡＤ画像にマッピングしてもよい。また、各種の立体物の形状を表す座
標はＣＡＤ情報として保存しておき、それらを対象となる同一形状の立体物の基準画像デ
ータにして画像マッピングを行う。
【０３０２】
　例えば、缶やＰＥＴボトルなどの印刷は平面の紙やプラスチックフィルム等にグラビア
印刷やフレキソ印刷或いはオフセット印刷で行われる。例えば、平面媒体に印刷された印
刷物は、立体物の製品に貼られて製品となるが、貼られた状態で印刷面を検査する場合、
基準画像が平面の印刷物で、立体製品に貼られたものが検査画像となることが多い。
【０３０３】
　そこで、立体製品に貼られた場合、或いは直接立体物に印字され成形加工されたものと
の形状補正比較のための検査チャートが必要となる。この場合、立体として貼られて平面
の図形が変化しても検査ができるよう、予め平面印刷の状態で立体物画像変形補正チャー
ト（ｔｅｓｔ　ｃｈａｒｔ　ｆｏｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｄｉｓｔｏｒｔｅｄ
　３Ｄ　ｉｍａｇｅ）としてマトリックス罫線等を入れて検査する製品と同一の素材にプ
リント又は印刷する。
【０３０４】
　このとき、立体の製品に貼られた立体物画像変形補正チャートをラインスキャナやエリ
アスキャンカメラ等で画像入力し、平面の立体物画像変形補正チャート画像と立体で入力
した画像とを重合できるよう画像変形補正処理をする。そして、画像変形補正処理プログ
ラムを使って平面画像を立体物画像に置き換えて、或いは立体物画像を平面画像に置き換
えて、対応する形状の画像に変形補正させ、同じ部分同士の画像を位置補正して検査を行
う。
【０３０５】
　このときの立体物画像変形補正チャートには、予め縦横にマトリックス罫線が付与され
ており、マトリックス白黒チェックの格子画像を画像変形補正のテーブルチャートとして
、画像変形補正処理を行い、この変形テーブルの画像変換データを活用して画像の比較検
査を行う。なお、前述の場合の画像入力はフラットな均一の天空光のような間接照明によ
るものとする。
【０３０６】
　医療用の画像診断のための自動検査において、例えばＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒ
ｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）と呼ばれる、Ｃ
ＴやＭＲＩ、レントゲンなどの各種画像診断用の撮像装置（モダリティ）がある。このＰ
ＡＣＳで入力された画像を電子化してデータベースに保存し、閲覧できる管理システムに
ついて述べる。
【０３０７】
　医療現場において、Ｘ線ＣＴ（コンピュータ断層撮影法）やＭＲＩ（磁気共鳴映像法）
のような高度医療用機器が各病院に普及し、医療現場では医師が画像による病気診断や手
術のために利用する重要な情報となっている。
【０３０８】
　このような自動検査装置による画像診断では、一検査毎に数十枚の断層画像が必要とな
るので、全ての画像を診断する場合に医師が見落としたりする場合も生じてしまう。そこ
で、断層画像の比較検査により得られた検査結果に関するデータ及び関連する医療サポー
ト情報を提供し、医師の的確な診断を迅速に行うシステムことが求められている。
【０３０９】
　そのために画像検査システム１００を医療用目的で活用する場合には、被検査者の画像
から病巣部分画像の抽出と、病巣の位置、大きさ、病巣の種類、検査施設、検査人、検査
日時など、医師の診断作業に必要な情報を画像や診断サポート情報と共に表示することが
求められる。
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【０３１０】
　また、関連する医療情報や診断結果も含めて全てのコンピュータに蓄積して、診断作業
に活用できる情報システムとして管理する。これらの情報は医師のＰＣ表示画面上に表示
し、診断作業を行うための患者カルテ情報、断層画像及び立体加工画像、サポート情報な
どで校正される。断層画像表示画面では動画及び静止画の連続表示を行い、各断層画像の
スライス情報をＰＣ表示画面に順次連続表示する。更に、ＰＣ表示画面にはテキストや音
声などでの連絡機能や保存機能、或いは医療事例照会検索機能を付けるとなおよい。医師
は被検査者の原画像及び情報サポートシステムから提供された補助情報や患者カルテから
の情報を統合して診断を行う。
【０３１１】
　また、脳外科手術のためのナビゲーションシステムについて述べる。本システムは、画
像入力部と画像重合部、画像解析部と画像診断ナビゲーションサポート部からなる。画像
入力部では、ＣＴやＭＲＩの二次元入力画像から三次元立体モデル画像を作成し、別に構
築されている画像や診断情報データベースを参照しながら、被検査者の各同部位毎の画像
を画像重合して、画像解析部で解析を行い、比較診断を行う。更に画像診断ナビゲーショ
ンサポート情報を作成する。
【０３１２】
　すなわち、被検査者の各部位組織の形状、存在位置、検査施設、検査人、検査日時など
の基本情報と、データベースの参照によって得られた解剖名称、重要度といった共通情報
を画像診断ナビゲーションサポート部に提供する。画像診断ナビゲーションサポート部で
は、二次元画像を基に立体的に三次元画像表示し、立体視などの表示ソフトウェア及びＧ
ＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を用いて、被検査者の必要な身
体の部位から患部までの経路を設定し、画像解析部及びデータベースから提供された情報
を基に、その画像検査及び診断情報の表示を行う。
【０３１３】
　システム操作用のＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）は操作メニュー、三次元表示
画面及び一方向画面からなる。操作メニューには、表示画像の選択、表示方法の選択など
がある。三次元表示画面には、ナビゲーションサポート画面での患部の色表示・拡大・縮
小、回転のための調整機構がある。
【０３１４】
　各担当等（医師や専任医療関係者）は主にこれらの画像情報をＰＣ表示画面に表示して
、患部の観察を行う。また、併せて観察者に位置センサ技術を用いて身体全体の位置関係
情報も提供する。更に、各医師等の存在する実空間とコンピュータ内患者データの存在す
る仮想空間とを三次元画像内に融合して、あたかも実際の患者の病巣内部及び周辺を観察
、手術するようにするとよい。
【０３１５】
　また、画像データとして管理・保存することにより、従来のフィルムの保管場所を削減
することができ、空きスペースとして有効活用できる。また、フィルムの収納・検索・搬
出作業もデジタル化により軽減できて時間やコスト削減に貢献する。更に、これまでのフ
ィルムの紛失の防止も図ることができる。また、例えば基本画像情報に、直線や矢印、コ
メントの情報記入ができ、更に必要に応じて画像データとしても保存することが可能とな
る。これにより、患者や検査に関する様々な情報から、参照したい検査データを簡単に検
索することが可能となる。
【符号の説明】
【０３１６】
　１０　　　　　画像検査装置
　１１　　　　　コンピュータ本体（ＰＣ）
　１２　　　　　ディスプレイ
　１３　　　　　マウス
　１４　　　　　キーボード
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　１５　　　　　ポインティングデバイス
　１６　　　　　カメラ
　１７　　　　　スキャナ
　１８　　　　　ワークテーブル
　１９　　　　　プリンタ
　２０　　　　　バス
　２１　　　　　ＣＰＵ
　２２　　　　　メインメモリ
　２３　　　　　画像制御部
　２４　　　　　データ入力部
　２５　　　　　操作入力部
　２６　　　　　データ出力部
　２７　　　　　通信モジュール
　２８　　　　　画像メモリ
　２９　　　　　ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
　３０Ａ　　　　基準媒体
　３０Ｂ　　　　検査媒体
　３１　　　　　第１画像データ
　３２　　　　　第２画像データ
　３３　　　　　検査結果エラー表示画像データ
　３４　　　　　マーキング枠
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